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平成２１年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２１年３月６日（金曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（１１１１６６６６名名名名））））    

  議 長  林   国 夫 君 

  副議長  内馬場 克 康 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １５番  谷 村 孝 一 君 

 

◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  斎 藤 正 紀 君 

 総 務 部 長  安 田 昌 彰 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  岡 嶋 博 文 君 

 農 政 部 長  林   信 孝 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 消  防  長  佐 藤 賢 治 君 

 総務部総務課長  小 橋 一 夫 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  板 東 知 文 君 

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 事 務 局 長  大 道 良 裕 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  嵯 峨 和 樹 君 

 

◎欠席欠席欠席欠席説明員説明員説明員説明員    

 市立美唄病院事務局長  奥 山 隆 司 君 

 

◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

 事 務 局 長  藤 井 英 昭 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

 

午前１０時００分開議 

 

●議長林 国夫君 これより本日の会議を開

きます。 

 

●議長林 国夫君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 
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   １番 吉岡文子議員 

   ２番 森川 明議員 

を指名いたします。 

 

●議長林 国夫君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

 １番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員（登壇） ２００９年市

議会第１回定例会にあたり、大綱４点につい

て市長、教育長に質問いたします。  

私は、先月２月２０日小樽市で開催された、

小林多喜二没後７６周年多喜二祭に参加して

まいりました。会場の小樽市民ホールは、昨

今の多喜二ブームが影響しているのか、満席

でありました。記念講演は一橋大学名誉教授

の浜林正夫氏による多喜二の蟹工船をどう読

み取るかというものでした。講演の中で、浜

林教授は多喜二の蟹工船が話題になり、よく

売れているということで、改めて多喜二に注

目が集まっていることはうれしいことです。

しかし、蟹工船が共感を呼んでいるというこ

とは、現代と多喜二の生きた時代に共通する

ものがあるということだと言われています。 

その１つは、人間を物扱いにして使い捨て

にする風潮。 

もう１つは、憲法を改悪して、再び戦争へ

の道を歩もうとする動きだということです。

食も住まいも奪われて、正月を路上やテント

で過ごさなければならなかった人達、戦前の

日本は侵略国家ではなかったと言って、日本

も核武装し、北朝鮮へ攻め込むべきだと主張

する前幕僚長、こういう危険な情勢の中で、

蟹工船から何を読み取るべきなのか、皆さん

と一緒に考えてみたいと思いますと、浜林教

授は述べられておりました。 

私も小林多喜二とは比べものにはなりませ

んが、曲がりなりにも同じ思想を掲げて、現

在議員としてその理想の実現の為に活動して

おります。多喜二の生きた時代へ歯車が逆回

転しようとしているような現代ですが、志半

ばで命を国家権力に奪われた多喜二に思いを

重ねつつ、世界に誇る平和憲法を守り、真の

民主主義の実現のために、自分の力を最大限

発揮しなければと、改めて感じさせられた集

会でした。 

質問に入ります。質問の１点目は、市役所

の労働環境について伺います。本市には、大

規模な民間企業は存在しておりませんので、

この市役所の働き方はいわば美唄市内の働き

方の標準・基準の形成にとって欠かせないも

のということで、私は過去にも質問してまい

りました。 

その１点目は、部署別残業時間、残業手当、

残業への基本的な考え方についてです。 

また、残業の一番多い職員の時間数も教え

ていただきたいと思います。 

その２点目は、同じく部署別有給休暇の取

得状況と基本的考え方についてです。 

その３点目は、健康診断の受診と健康状態

についてであります。労働安全衛生法に基づ

き、法定検診が実施されていることと思いま

す。受診の実態と結果についてどのようにな

っているのか伺います。 

その４点目は、長期休職者と精神疾患につ

いてです。さまざまな理由で長期休暇の職員

の方がおられるかと思いますが、その要因と

実数、特に精神疾患での休職についての人数
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と対応について伺います。 

大綱の２点目は、福祉行政について伺いま

す。 

その１点目は、保育行政についてです。昨

今の経済状況の悪化で、特に都会では、若い

親達を中心に１人の働きだけでは暮らしが成

り立たないということで、保育所への入所が

急激に増えていると言われています。本市に

おける状況はどのようでしょうか。認可保育

所、へき地保育所、各保育所ごとの定員、入

所人数、待機人数などについてお聞きいたし

ます。 

２点目は、厚生労働省の新制度案について

であります。厚生労働省では、現在保育の新

制度について審議がされていると伺っており

ます。昨年１２月の第４回市議会定例会では、

公的保育制度の改編に反対する意見書を採択

し、国や自治体が保育に責任を持つ現行の公

的保育制度を維持存続させること、保育予算

を増やし、計画的に保育所整備を進め、待機

児童の解消、保育条件の改善、拡充を図るこ

との２項目の意見書を提出しました。このこ

とも含めて、保育の新制度に対する市長のお

考えをお聞きいたします。 

３点目は、ファミリーサポートについてで

す。子育て支援に重要な役割を果たしている

ことと思いますが、ファミリーサポートの現

状と課題について伺います。 

福祉行政の２点目は、高齢者の安心安全な

暮らしについてです。 

その１点目は、福祉灯油についてです。美

唄市においては昨年に続き、本年も、福祉灯

油が実現し、また、本年度は対象を拡大し、

より多くの市民が雪国の暮らしに役立つ福祉

灯油を利用されていることと思います。本年

度の福祉灯油の申請について、昨年申し込み

が予想以上に少なかったという事で、担当課

ではいろいろ工夫をされたことと思いますが、

周知方法や申請場所の増設、その効果などに

ついて伺います。 

２点目は、火災警報器の設置の促進につい

てです。高齢者が火災に巻き込まれたという

報道に何とかできなかったのかと胸が痛む思

いでおります。今、火災警報器の設置が広く

呼びかけられています。庁舎のロビーにもわ

かりやすい宣伝がされています。本市では、

現在どれくらいの火災報知器が設置されてい

るでしょうか。道内の自治体の中には、高齢

者世帯に限定しながら助成しているところも

あると聞いております。共産党議員団では、

ぜひ本市でも同じような助成をと先日申し入

れを行いましたが、結果としては取り入れら

れることにはなりませんでした。今後、経済

的に余裕があるわけではない高齢者に対し、

何らかの支援は考えられないでしょうか。お

伺いいたします。 

高齢者の安心安全な暮らしについての３点

目は、緊急通報システムについてです。昨年

の第１回定例会で質問した際に、老朽化して

いるとのことで、本年度予算化されるかと思

っておりましたが、残念ながら本年度の予算

には計上されておりませんでした。現在の稼

働台数及び今後の整備計画についてお伺いい

たします。 

高齢者の安心安全な暮らしの４点目は、命

のバトンについてです。夕張では、悲しい孤

独死を無くすことを大きな目的として、救急

隊のスムーズな救助作業の助けにもなること
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から、自分の服薬状況など、バトン状態のも

のに入れて、冷蔵庫の中に保管する命のバト

ンがこの１月から始まったと聞いております。

高齢化の進む本市でも、ぜひ実施していただ

きたいと考えておりますが、市長のお考えを

お聞きいたします。 

大綱の３点目は、環境行政についてです。  

その１点目は、最終処分場の現状と計画に

ついてであります。担当課では、ごみ処理の

辞典まで作って、市民へ徹底したごみ処理を

促していることは十分承知しております。 

最終処分場については、供用開始から約２年

が経とうとしております。最終処分場への埋

め立てへの総量、可燃、不燃別にと、計画上

との比較はどのようになっているのかお伺い

いたします。 

２点目は、分別違いや関係者以外の不正投

入などへの対処についてであります。分別違

いでいろいろなものが混在したごみや、関係

者以外の投入で置き去りにされたごみの処理

で、困っている個人や町内があると聞いてお

ります。これらの対処はどのようになってい

るのかお伺いいたします。 

環境行政の３点目は、南空知地域ごみ処理

広域化検討協議会の現状と今後についてです。 

私から言うまでもなく、計画上は可燃ごみに

関しては、平成２３年までの埋め立てで、そ

の後は、最終処分場に関しては不燃ごみの埋

め立て、可燃ごみに関しては南空知地域ごみ

処理広域化検討協議会において検討していく

ということでしたが、現在はどのようになっ

ているのかお伺いいたします。 

大綱の４点目は、教育行政について教育長

に伺います。就学援助についてですが、世界

的な経済状況の悪化に伴い、子どもの貧困が

マスコミで取り上げられるようになっており

ます。私も、過去に何度か就学援助の状況に

ついてお伺いしましたが、昨年の就学援助、

それともしわかれば本年の就学援助の状況に

ついて、需給状況や受給基準などについてお

伺いいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 吉岡議員の質問

にお答えします。 

初めに、市役所の労働環境について、部署

別残業時間数と残業手当、残業への基本的な

考え方についてでありますが、平成１９年度

の部署別超過勤務の状況につきましては、総

務部２，４０９時間、５９１万４，０００円、

市民部２，８６３時間、７１８万３，０００

円、保健福祉部４，８６６時間、１，２７５

万７，０００円、商工交流部２２５時間、６

４万２，０００円、農政部７６４時間、２１

２万３，０００円、都市整備部４，７６６時

間、１，２３５万２，０００円、会計課３３

９時間、９３万３，０００円、議会事務局１

５０時間、３８万３，０００円、農業委員会

事務局８時間、１万８，０００円、選挙管理

委員会事務局３３時間、９万９，０００円、

監査事務局４７時間、１３万１，０００円、

教育委員会１，４４０時間、３４９万２，０

００円、消防８，５２２時間、２，４６９万

１，０００円、市立病院７，６３７時間、２，

６４６万４，０００円となっております。 

なお、年間の残業時間が最も多い職員は、

市立美唄病院の技術職員で、８８４時間とな

っております。 

次に、時間外勤務に対する基本的な考え方
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でありますが、時間外勤務につきましては、

電算化等による業務の効率化などにより、減

少傾向が続いておりますが、業務が増加傾向

にある部署もあることから、職員の適正配置

に努めると共に、業務の一層の効率性を図る

など、時間外勤務の縮減に努めてまいりたい

と考えております。 

次に、部署別有給休暇の取得状況と基本的

な考え方についてでありますが、平成１９年

の部署別有給休暇の平均取得日数につきまし

ては、総務部８．９日、市民部１０．５日、

保健福祉部９．５日、商工交流部１４．９日、

農政部１５．３日、都市整備部１３．４日、

会計課１２．８日、議会事務局１１．９日、

農業委員会事務局１２．８日、選挙管理委員

会事務局１５．１日、監査事務局１７．０日、

教育委員会１４．１日、消防１４．４日、市

立病院８．８日となっております。 

次に、有給休暇取得の基本的な考え方につ

いてでありますが、職員の健康保持増進や能

率的な業務を遂行する上で、休暇の取得が必

要なものと考えており、連続休暇の取得を奨

励するなど、有休休暇を取得しやすい環境づ

くりに努めてまいりたいと考えております。 

次に、健康診断の受診と健康状態について

でありますが、美唄市職員健康管理規則に基

づき毎年実施しており、育児休業者、病気休

職者、人間ドック受診職員を除く、平成２０

年度の受診状況については、受診した３６４

人のうち、正常、ほぼ正常と判定された職員

が１０１人、要検査と判定された職員が７５

人、要精密検査、要治療と判定された職員が

１８８人となっております。職員の健康状態

については、約半数以上は要精密検査、要治

療と判定されていることから、衛生委員会で

の協議を踏まえ、保健師による食生活の改善

指導や、特定保健指導を実施するなど、職員

の生活習慣に対する意識の改善を図り、健康

の維持向上に努めているところであります。 

次に、長期休職者と精神疾患についてであ

りますが、過去３年間の状況について申し上

げますと、病気欠勤につきましては、１７年

度３１人、１８年度４２人、１９年度３３人

となっております。欠勤の理由と致しまして

は、内科系、外科系の疾病等さまざまであり

ますが、このうち精神疾患によるものは１７

年度５人、１８年度８人、１９年度６人とな

っております。 

また、病気休職につきましては、１７年度

３人、１８年度４人、１９年度５人となって

おり、このうち精神疾患によるものは、１７

年度２人、１８年度４人、１９年で５人とな

っております。 

次に、精神疾患系の病気休暇、長期休職者

への対応についてでありますが、研修会を開

催するほか、専門家によるカウンセリング窓

口の設置など、気軽に相談できる職場環境づ

くりに努めてきたところであります。 

また、病気で休職していた職員などが、職

場復帰する場合においては、主治医の診断結

果や指示に基づき、所属する部署と連携を取

りながら、職場復帰前に試行的にリハビリ勤

務を行うなど、必要な対応を行っているとこ

ろでございます。 

今後においても、日ごろから早期発見、早

期治療に心がけるなど、組織全体で職員の健

康保持に努めてまいりたいと考えております。 

次に、福祉行政について、保育行政につい
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てでありますが、最初に、保育所の入所状況

及び待機児童の状況については、３月１日の

入所状況で申し上げますと、公立認可保育所

につきましては、中央保育所が定員６０人に

対し、６３人の入所で入所率１０５％、東保

育所が定員４５人に対し、４９人の入所で入

所率１０９％、西保育所が定員４５人に対し、

５０人の入所で入所率１１１％、三井美唄保

育所が定員３０人に対し、３１人の入所で入

所率１０３％となっており、全体で定員１８

０人に対し、１９３人の入所で入所率１０

７％となっております。へき地保育所につき

ましては、茶志内双葉保育園が定員４５人に

対し、１９人の入所で入所率４２％、峰延保

育所が定員６０人に対し、３２人の入所で入

所率５３％、進徳保育園が定員６０人に対し、

５３人の入所で入所率８８％、西美唄保育園

が定員３０人に対し、２２人の入所で入所率

７３％、中村みのり保育所が定員３０人に対

し、１７人の入所で入所率５７％となってお

り、全体で定員２２５人に対し、１４３人の

入所で入所率６４％となっております。入所

待機児童については、希望の保育所が空くま

で待機している児童が４名おりますが、４月

から希望する保育所へ入所することとなって

おります。 

次に、保育制度の見直しについてでありま

すが、厚生労働省の社会保障審議会少子化対

策部会において、２月２４日に保育制度改革

にかかる第１次報告が取りまとめられ、この

中に保育所の入所手続を保育所との直接契約

にすることや、保育要件の緩和などが盛り込

まれたところであります。国は、審議会にお

いて今後の具体的な制度設計や、必要な法改

正など、さらに検討されるものと考えており、

今後もそうした動向を見極めていきたいと考

えております。 

市としましては、当面は現行の保育体系を

維持し、今後も希望する保育所に入所できる

よう努めると共に、保育内容の充実を図って

まいりたいと考えております。 

次に、ファミリーサポートゆりかごの活動

状況についてでありますが、平成１８年３月

にサービスを提供する会員２２名で立ち上げ、

有償ボランティアとして、１時間単位の託児

を実施してきており、平成１８年度には１５

５人、平成１９年度には１２２人、平成２０

年度には１月末現在で１５６人のお子さんの

預かりをしております。 

なお、現在サービスを提供する会員は２０

名と伺っております。 

また、利用者からは市内に知人等がいない

ので、とても助かっているなどの評価をいた

だいているとお聞きしております。 

今後の課題としましては、転勤等によりサ

ービスを提供する会員の確保が難しくなって

いることもあり、市としましては、子育てサ

ポート講習会を開催し、サービス提供会員の

育成などを支援してまいりたいと考えており

ます。 

次に、高齢者の安心安全な暮らしについて

でありますが、最初に福祉灯油につきまして

は、周知方法として、広報紙メロディーの１

月号から３回、また、市のホームページに掲

載したほか、各老人クラブ及び各民生児童委

員に文書でお知らせし、関係者への呼びかけ

を依頼したところであります。申請期間は、

本年１月６日から２月２７日までの約２カ月
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間とし、申請件数の合計は４１３件あり、う

ち市役所での申請件数は３７７件、１月２２

日から３０日まで、地域で実施した受付件数

は３６件で、内訳としまして、南美唄福祉会

館１９件、光珠内中央自治会館１件、西美唄

福祉会館１件、峰信福祉会館６件、茶志内中

央福祉会館２件、東明生活館７件となってお

ります。今年度２月末における支給決定者数

は、前年度の２１５件に対し、３３４件で、

１１９件の増、非該当者は、前年度４２件に

対して７９件で、被該当の理由は、そのほと

んどが所得要件を超えるものとなっておりま

す。 

次に、火災報知器の設置につきましては、

平成２０年度に実施した消防査察結果によれ

ば、一般住宅の設置率は高齢者を含めて、市

内全域で約１１％となっております。 

今後、さらに広報紙などを活用し、高齢者

を含めた市民の方に周知をしてきたいと考え

ております。 

なお、市内一部の町内会の取り組みとして、

平成１８年度から、世帯に３，０００円負担

したところ、町内会１９７世帯の約７割が設

置をしたという事例もあります。 

次に、緊急通報システムにつきましては、

身体虚弱なひとり暮らしの高齢者宅と、消防

署を直接電話回線で結び、緊急時における救

護活動の適正化と迅速化を図ることで、生活

不安を解消しようとするものであり、平成２

１年２月末の端末機の稼働台数は２５０台と

なっております。本システムにつきましては、

老朽化が進んでおりますことから、新システ

ムの導入について検討を進めてまいりたいと

考えております。 

最後に、命のバトンにつきましては、昨年

５月に東京都港区が救急情報の活用支援事業

として、区の高齢者や障害者に配付した、「救

急医療情報キット」を活用し、夕張市におい

ても、命のバトンと命名して、今年１月から

配付を始めたと伺っております。高齢者、特

にひとり暮らし世帯が多い本市におきまして

も、安全で安心な暮らしをおくる上で大変参

考になる事業であると認識しており、夕張市

等の事例を参考に今後研究してまいりたいと

考えております。 

次に、環境行政について、ごみ処分場のご

みの埋め立て状況についてでありますが、平

成２０年度は本年２月末現在、可燃ごみが３，

８８４立方メートル、不燃ごみが２，０７７

立方メートル、合わせて５，９６１立方メー

トルの埋立処分を行っております。この結果、

計画時における年間の埋立量１万１，４７５

立方メートルに対し、約５２％の埋め立てと

なっており、供用開始から本年２月末日現在

までの総埋立量は計画時における当初２カ年

の埋立量の約６７％の埋め立てとなっており

ます。 

次に、分別違い、関係者以外の不正投入な

どの対処についてでありますが、ステーショ

ンなどに排出されている分別違いや、排出日

違いなどのいわゆる不適正排出物につきまし

ては、収集時に個別に警告シールを添付の上、

排出者にごみの適正排出について周知してお

ります。 

また、ステーションなどへの他地域からの

投げ込み等の対応につきましては、現在、清

掃指導員を配置の上、毎日市内各地域を巡回

しているところであり、市民からの苦情や分
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別等の相談がある場合は、排出物の処理や分

別等についての指導を行っているところでご

ざいます。 

今後におきましても、出前講座などを継続

しながら、市民の方々に対し、分別の徹底等

について周知してまいりたいと考えておりま

す。 

次に、南空知地域ごみ処理広域化検討協議

会の現状と今後についてでありますが、平成

１０年度に南空知１１市町村により協議会を

発足したところでありますが、平成１１年度

に南幌町ほか３町が離脱し、現在は市町村合

併等により、本市のほか岩見沢市、夕張市、

三笠市、月形町の５市町で協議を行っている

ところであります。これまで、生ごみを含む

可燃ごみについて、平成２４年度から広域処

理を行うこととして施設の設置場所の選定及

びそれに伴う収集運搬や分別の方法など、さ

まざまな検討を行ってまいりました。 

しかしながら、各自治体のごみ処理方式の

相違や、広域処理の条件が大きく変化してき

たことなどから、ごみ処理のスケールメリッ

トを十分に生かすことが極めて難しい状況に

あると判断し、幹事会において、焼却施設の

建設を断念したところであります。 

本市といたしましては、このことを踏まえ、

今後新たな広域処理の可能性など、焼却に代

わる処理方式の協議を進めると共に、本市独

自の自己処理方式についても、引き続き検討

してまいりたいと考えております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長 板東知文君（登壇） 吉岡議員の

ご質問にお答えいたします。 

就学援助についてでありますが、経済的理

由によって、就学困難な児童生徒に対する教

育の機会均等を図るため、平成１９年度及び

平成２０年度においては、前年度収入が生活

保護基準の１．１５倍以下の世帯及び児童扶

養手当の受給を受けている世帯を対象に、必

要な援助を行っているものであります。 

受給状況につきましては、平成１９年度が

３月末の受給者数４９７人で、受給率２５．

２４％、平成２０年度が２月末の受給者数４

７２人で、自給率２４．９３％となってござ

います。 

●議長林 国夫君 １番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員 自席から再質問させて

いただきます。 

 まず労働環境についてですけれども、以前

にも私はこの問題について質問いたしまして、

平成１９年度の資料でいただいておりました

けれども、残業時間については、１７年度と

比べて１９年度は減っている、また、有給休

暇については、部署別にいろいろありますけ

れども、全体的に見ては増えているというよ

うな状況で、その時にご答弁いただいた基本

的な考え方が浸透したのかなというふうには

思っております。 

 ただ１点、病院関係の方の残業時間の多さ

なんですけれども、これは１９年度の数字だ

ということですけれども、本年度においては、

何らかの改善が図られているのかどうか、ま

ず伺いたいと思います。 

それと健康診断の受診と健康状態について

ですけれども、非常に、聞いて驚いておりま

すが、職員の皆さんの健康状態、極めて深刻

な状況だというふうに言えるのではないでし

ょうか。仕事の性格上やはりどうしても座っ
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て仕事をなさっているということが多いので、

こういったことになるのかなと思いますけれ

ども、改めて健康というものを考えてみるべ

きではないでしょうか。 

今後、食生活の改善や指導があるというこ

となので、即効性のあるような改善指導をぜ

ひお願いしたいと思っております。私は一言、

特に市の職員の皆さんに限ってですけれども、

感じる事で、喫煙についてちょっと感じたこ

とを申し上げたいと思うんですけれども、社

会的には公共の場では喫煙が非常に制限され

ておりまして、愛煙者とか喫煙者にとっては

肩身の狭い思いをすることが多いのではない

かと思いますが、飲酒や喫煙というのは個人

的な嗜好が強いもので、あれこれ人に言われ

たくないというのも確かなんですけれども、

私も議員になってみて初めて市役所のいろん

な場面で見ますけれども、非常に喫煙者が多

いなというのが率直な感想なんです。特に、

休憩時間とか、喫煙の場所とかにいらっしゃ

ると、多いんじゃないかなと思っています。

よく人を使うとか、人を扱うトップの人の話

の中に、人は宝だということがありますけれ

ども、市長は市役所のトップとして、宝であ

る職員の健康を願い、守り、継続させるべく

努力する必要があると思いますけれども、市

長の考えをお伺いしたいと思います。 

それと精神疾患の増加に関しては、今のス

トレス社会においては、誰もがかかる可能性

があると言われていますし、休職者の数倍、

休職までには至らないけれど、通院などで何

らかの治療をされている方は数多くいらっし

ゃるのではないかと思われます。役所の今回

の数字をいただきましたけれども、やはりお

休みになっている方は、精神疾患だというこ

とで、早くお治りになることを願うばかりな

んですけれども、職場環境を含めた精神疾患

に至った要因の分析というものはなされてお

りますでしょうか。 

また、病気でお休みする方、それから休職

する方が居る職場と言うか、その部署への人

員の補てんなどの体制はどのようになってい

るのかお伺いしたいと思います。 

それから、保育所についてですけれども、

この問題についても、以前から何回もお伺い

していますけれども、定員オーバーの問題で

すが、国の基準が１２５％ということで、美

唄でもある程度の定員オーバーはやむを得な

いみたいなお話ですけれども、やはりこれは

政府が保育所を新設しなくても済むように、

便宜上にこうやっているものだと私は強く感

じます。定員が決められているということは、

やっぱりその基準というものがありまして、

それに基づいて決められているということな

ので、それを守られるべきというのが子ども

にとっても、それから保育に携わる人にとっ

ても、それから保育所に預ける父母にとって

も願いは同じだというふうに感じます。 

先日、地域新聞でお隣の奈井江町で、新し

い保育所ができたというふうな報道がありま

した。本市の保育の環境を見た場合、必要な

修繕はされているということですけれども、

建設から年月が経っているというのも事実で

す。財政再建計画中なんですけれども、地域

福祉会館もある程度終わりました。この保育

所の新設について、計画を立て考えていくべ

き時期に入っているのではないかと私は考え

ておりますけれども、市長の考えについてお
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伺いしたいと思います。 

それから、福祉灯油についてですけれども、

昨年非常に少なかったという事で、いろいろ

と私も質問して改善して欲しい点をお願いし

ましたけれども、今年度担当課の取り組み、

いろいろなさっていただいたのか、非常に市

民の中に浸透したのではないかというふうに

思っています。今年もまたやっていただける

ということなので、さらなる市民への浸透を

お願いしたいと思います。  

それから、火災警報器についてですけれど

も、市内では、全体では１１％ということで

すけれども、聞くところによると、１つ６，

０００円ぐらいするのでしょうか、部屋ごと

に付けると非常に大きな負担になっていくと

考えておりまして、ご町内で補助をなさった

ところでは７割が付けられたということで、

やっぱり経済的に苦しい中では、なかなか難

しいけれども補助があればやってみようかな

という形が一般的な市民感情だと思います。 

今回、定額給付金も出ますけれども、それが

即火災警報器につながるというのはちょっと

難しい考え方ですし、比布町では、今回の交

付金を使って、高齢者世帯に１個３，０００

円、２個６，０００円まで助成をするという

ことが決められたということです。本市にお

いてもご高齢の方、特に、国民年金の加入の

方などは、生活保護基準以下で生活されてい

る方も非常に多いと聞いております。国民年

金の受給、月５万ぐらいの方でも一人で頑張

っている女性とかも存じ上げておりますので、

是非この点について、行政側の何らかの高齢

者に限ってですけれども、経済的負担を軽減

するような対策はとれないのかどうかお伺い

します。 

それから、環境行政についてですけれども、

この問題についても私何度も質問しておりま

すけれども、質問するたびに感じるのは、ご

み処理というものは、とてつもなくお金がか

かるものだなということが一番です。人間生

活が継続する限りは、それに伴ってごみも排

出されるわけですけれども、こんな生活を続

けていいのかなというのが、私自身が改めて

戒めとして考えるところです。本市において

は、新たな処分場を多額の市民負担や、それ

から、収集の有料化ということで建設してき

ました。それが、今市長のご答弁にもありま

したように、計画では平成３３年までで、平

成２３年までで可燃ごみは一応埋め立てない

ということで、それに関してその後がわから

ないということで、非常にどうするんだとい

うことで、市民からも話がありましたけれど

も、一番大事なことは、やはり、この処分場

を大事に使っていかなきゃいけないという事

を市民の中に深く浸透していくことではない

かというふうに考えています。 

前回のときに私は、特に、感じていること

として自分が排出するごみの中で、紙類が非

常に多いということでお伺いしましたけれど

も、そのときには、紙類に関しては今の収集

の体制の中では、紙類だけに限って収集をす

ることはできないということのご答弁でした。

そして、自主的町内会の回収とかにお願いし

たいという形でしたけれども、先日、北海道

新聞の２月２６日号なんですけれども、紙の

有効利用と地球温暖化の防止ということで特

集がされておりました。その中では、新聞、

雑誌、ティッシュペーパー、段ボールなど、
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日本人が年間に使う紙の量は２４７キログラ

ム、１日当たりだと、１人６７７グラム、Ａ

４のコピー用紙約１７０枚に相当するという

ことなんですよね。紙の消費は文化のバロメ

ーターとも言われますが、無駄使いをしてい

いということにはなりません。紙と環境型社

会、地球温暖化防止について考えてみましょ

うということでした。 

町内会ごとに紙の回収しているというとこ

ろは、本当に頭が下がるんですけれども、や

はりそこまで市民の中全体に徹底されている

わけではなくて、うちの町内もしておりませ

んし、紙と言っても、今の美唄市の状況の中

では、雑紙とかそういったものに関しては、

余り回収がされていなくて、新聞だとか雑誌

だとか、それが主だと思うんですけれども、

私達が今使っているこういった紙も回収して

リサイクルに回すこともできるということな

んですよね。 

先日、南空知地域の長沼の議員さんにお話

を聞いたんですけれども、長沼では、紙類に

関しては徹底して処分場に持ち込ませないよ

うに回収をしていると、その回収の方法が補

助金をつけて回収をしているということでし

た。美唄では、あくまで町内会とかボランテ

ィアの回収にお任せするという段階ではもう

なくなってきているんじゃないかと、処分場

に持ち込んでしまえばごみですけれども、分

別してきちんと回収すればリサイクルできる

ものということであれば、補助金を出してで

もこの紙類の回収に新たな姿勢をつくるべき

ではないかというふうに考えておりますけれ

ども、市長の考えをお伺いいたします。 

次に、就学援助に関してですけれども、先

程の教育長の答弁で、１９年度の受給率が２

５．２４％、平成２０年度が２４．９３％と

いうお話でした。全国平均で確か１２％か１

３％ぐらいだったと思うので、美唄では非常

に就学援助に頼っておられる方が多いんだと

いうふうに考えております。 

日本共産党の塩川鉄也議員が、２月２７日

の衆議院の総務委員会で質問に立ち、経済的

理由で就学困難な小中学生の学用品代や修学

旅行費に対する就学援助が少なくない自治体

で抑制されている実態を質しております。貧

困が拡大し、年収２００万円以下の世帯や、

生活保護世帯が増えているにも関わらず、就

学援助の受給者と就学援助費の伸びは鈍って

います。対象者の縮小や支給額の引き下げを

行った市町村の数を塩川氏が問うと、文科省

は２００５年度に全国に１０５あったと答弁

しております。この数字の中に、本市が組ま

れているのではないかというふうに考えてお

りますけれども、また、塩川氏は０５年度に、

政府が生活保護に準じる家庭の児童準用保護

への国庫補助を廃止し、地方自治体に一般財

源化、税源移譲したことを契機に就学援助の

抑制が進んだと指摘、この指摘も本市の場合

と重なるのではないかと考えております。国

からの地方財政措置額は市町村給付した就学

援助額より少なく、その開きは０３年度の４

５５億円から０７年度の６３２億円と年々大

きくなっています。塩川氏が住民の福祉の増

進を図るのにふさわしい地方財政措置を行う

よう求めたのに対し、鳩山邦夫総務大臣は当

然そうあるべきだと答えているというふうに

なっております。就学援助を必要とする貧困

世帯が多い自治体ほど負担が重くなり、就学
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援助が抑制されるという悪循環を改めるよう、

塩川氏が迫ったのに対しても、鳩山氏はそう

したことが起きてはいけないと述べていると

なっております。 

今後、美唄市は厳しい財政再建下に行くわ

けですけれども、私は、これ以上の就学援助

の抑制は美唄で育つ児童生徒のためにも、ぜ

ひ、やめてもらいたい。国に対して教育長は

財政措置を強く求めていくと共に、少子化が

進む中にあっては、一旦下げた受給基金の引

き上げや品目の追加など、断行してもいいの

ではないかと考えますが、教育長お考えをお

伺いいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 吉岡議員の質問に順次お

答えします。 

 市立病院の技術職の時間外が突出している

ということで、この分につきまして今増員に

向けて募集を行っておりますので、この募集

によって、こういうような負担が解消される

と考えてございます。 

それから、健康診断、非常に結果が悪いと

いうことで、職員の健康管理にもっと配慮し

なければいけないと、これは私自身の分も含

めてでございますけれども、その中で、いろ

んなこれから指導を行っていきたいと考えて

ございます。 

それから、禁煙について、禁煙サポートプ

ログラムを策定している自治体もあるという

ことから、これら先進事例を調査するなど、

職員個々の健康に対する意識の高揚に向けて、

取り組んでまいりたいなと思っております。 

それから、精神疾患という部分で、本当に

いろいろ長期な休職、欠勤等が続いている訳

でございますけれども、原因は様々なものが

考えられるということで、家庭の問題、仕事

の問題、これらがいろいろ複合化していると

いうような状況でございますけれども、本人

の問題は別といたしまして、本人が長期の欠

勤等をされた場合等の職場が大変な状況でご

ざいますので、これに関しましては、臨時職

員を任用するなど、他の職員の負担を軽減す

るような措置を当然講じていかなければなら

ないものと考えております。 

それから福祉灯油でございますけれども、

いろいろ私どもＰＲ活動に努めた結果、相当

件数も増えてきて、この事業の効果が本当に

私ども高まっているということで、非常にこ

れは喜んでいるところでございます。これか

らもせっかくの制度でございますので、実際

に支給決定されるようこれについても万全の

努力をしてまいりたいなと考えてございます。 

それから、火災報知機でございますけれど

も、これに関しまして、個人の財産を守ると

いう観点から、これは公的な助成をするとい

う考えではないわけでございますけれども、

今１１％と非常に普及率が少ないと、これは

一定の年度まで、この辺りは罰則規定はない

わけでございますけれども、これを普及させ

なきゃいけませんので、今後、この火災報知

機につきましては、設置について促進をして

まいりたいなと考えてございます。 

それから、保育行政でございますけれども、

これについては、今保育所の中に老朽化した

施設があるということで、今後、市内の乳幼

児の人口とか、それから保育ニーズの推移を

踏まえながら、国の今後の施策等も見極めな

がら、整備について調査研究してまいりたい
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と考えてございます。 

それから、ごみ処理でございますけれども、

私どもが多額の費用を投入した埋立処分場、

この建設というのはやはりこの埋立処分場を

いかに長く持たせるか、このことが私ども最

も大事なことだと思っております。その為生

ごみ等の処理方法とか、今おっしゃられるよ

うな古紙等の分別回収、当然していかなきゃ

いけないと思ってございます。これについて

は、やはりごみの減量とか資源の有効利用を

進める上で重要なことと考えておりますので、

行政がごみの減量やリサイクルに取り組む団

体への支援を行うことで、活動を実践する

方々の意識の高揚が図られるものと認識して

おりますが、新たな経費も見込まれることか

ら、集団資源回収やリサイクルへの取り組み

について、周知を図るとともに、市民の協力

をいただきながら、減量化に努めてまいりた

いと、このように経費の面もございますので、

ある意味で市民のご協力をこれからも得るよ

うなことで、努力してまいりたいと考えてご

ざいます。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長 板東知文君 吉岡議員のご質問に

お答えします。 

 就学援助についてでありますが、これまで、

平成１６年度から平成１９年度までに段階的

に基準となる収入額の見直しを行ってきたと

ころでございますが、平成２０年度におきま

しては、社会情勢等を考慮し、基準の変更は

行わないこととしたところであり、平成２１

年につきましても同様の考え方で行うことと

しております。 

現在、国内外ともに非常に厳しい経済情勢

が見込まれているところでございますが、今

後とも、経済的理由によって児童生徒の教育

機会の均等が失われることがないよう、法令

等の趣旨等を踏まえ、さらに、国に対する財

政措置に関する要望も含めて、しっかりとし

た適切な対応に努めてまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

●議長林 国夫君 次に移ります。 

 ９番、白木優志議員。 

●９番白木優志議員（登壇） 平成２１年第

１回市議会定例会に当たり、私は大綱３点を

市長に質問します。 

 大綱の１点目は、美唄地区国営農地再編整

備事業についてであります。平成１１年に食

料農業農村基本法が制定され、その目的は、

担い手の育成、経営の改善等であり、平成１

９年には、中・大規模農家に支援が集中する

経営安定対策も制定され、現在に至っていま

すが、私は以上の経緯を基に具体的成果が上

がっていない理由として、小規模農家の切り

捨てとの批判を恐れ、従来の農政を支持する

人、新農政を変えようとしない人が原因で、

水田農家の経済力の弱体化を招いたと考えて

います。私は、ＦＴＡ、ＷＴＯにおける関税

引き下げや撤廃が避けられそうにもない状況

であることから、本市農業が持続的に発展し、

安全安心な食料供給や、さらなる生産力をつ

け、経済競争力が高まるためには、強い農業

生産基盤整備も必要であり、農地再編整備事

業は必要な投資と考えています。 

 本市において、国営農地再編整備事業が期

成会を中心に、実施に向け活動中であるが、

以下３つを市長に質問します。 

 １つ目は、事業効果についてであります。
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受益者が営農上のさまざまな分野で、多面的

な効果が期待できると思われるが、その事業

の目的及び事業効果と合わせて、完了地区の

効果についてお伺いします。 

 ２つ目は、事業の波及効果についてであり

ます。この事業は、すそ野が広く、国土や地

域の農業など、実際経済にも高影響が考えら

れる。そこで、私はこの事業の実施による直

接効果及び波及効果についてお伺いします。 

 ３つ目は、事業負担と負担軽減策について

であります。国営農地再編整備事業を実施す

るに当たり、受益農家の負担軽減策について

市の考え方をお伺いします。 

 大綱の２点目は、鳥獣食害対策についてで

あります。今年も少雪で雪解けも早まること

と思います。それに合わせて、北へ渡る水鳥

や野鳥が飛来する時期が来ました。宮島沼に

おいても白鳥やマガンの飛来推移が述べ数で

１００万羽以上と想定され、その食害も相当

数に及ぶものと想定されます。 

また、アライグマ等による食害も確認され、

被害防止に向けた対策が必要なことから、私

は特にマガン、アライグマに絞って４つ市長

にお伺いいたします。 

１つ目は、特に小麦に対するマガンの食害

の被害状況と、防除資材の効果についてお伺

いします。 

２つ目は、本市におけるアライグマの被害

状況や捕獲頭数と処分方法についてお伺いし

ます。 

３つ目は、有害鳥獣で、特にアライグマに

ついてであります。元はペットから野生化し

た動物であることから、人への警戒心も薄く、

餌付けも簡単であると聞いています。市民、

特に子ども達が、被害に遭遇しないような啓

発活動等の対策が必要と考えているが、お伺

いします。 

４つ目は、マガン等による食害防止向上に

おける対策についてお伺いします。 

大綱３点目は、宮島沼保全対策についてで

あります。間もなく宮島沼においては、１年

で一番の活気のある季節がやってきます。国

内最大の寄留地として多くのマガンでにぎわ

う姿は、来訪者などに大きな感動を与え、ま

た、自然や環境の学習の場として、高い評価

をいただいている宮島沼ですが、私はここ４、

５０年の間に、宮島沼を取り巻く環境が随分

と変化をしたなと感じているところです。 

そこで、国が沼における保全対策事業の中

で、環境調査を実施したと聞き、その結果の

概要等、以下３つ市長に質問します。 

１つ目は、沼の縮小浅底化についてであり

ます。沼の水深、湖底の地形、堆積物等によ

る影響など、現状ではどうなっているのか。

また、縮小化への原因と現状をお伺いします。 

２つ目は、沼の水質悪化についてでありま

す。その原因と現状をお伺いします。 

３つ目は、マガンの生育環境と、生物相の

変化について、具体的に現状ではどうなって

いるのかお伺いします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 白木議員の質問

にお答えします。 

 初めに、美唄地区国営農地再編整備事業に

ついて、国営農地再編整備事業の目的などに

ついてでありますが、本事業の目的は、区画

整理を中心に用水、排水、道路等のほ場条件

を総合的に整備すると共に、農地の利用集積
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や流動化を図り、営農形態に適合した農業機

械の効率的な利用や、合理的な水管理、生産

性の高いほ場条件を整備することにあります。 

 次に、事業効果としましては、労働力や施

設の維持管理費の節減などによる生産コスト

の縮減に加え、良食味米の安定生産や、収量

及び品質の向上、消費者ニーズに合った安

全・安心な農作物の生産などの効果が期待さ

れるものと考えております。 

 なお、道内の完了地区においては、生産量

が１３％向上したほか、１１の農業生産法人

が発足したことにより、共同作業等で労働時

間が５割に短縮され、農業機械の共同利用等

で生産コストが２０％節減したとの例もある

ものと承知しているところでございます。 

次に、直接効果及び波及効果についてであ

りますが、本事業は、本市農業の振興や農家

所得の向上を始め、食料農業農村基本法の基

本理念の１つである、農業の多面的な機能と

して、国土の保全、水源涵養、自然環境の保

全など、さまざまな直接的な効果が期待され

ます。 

 また、農業基盤の整備や、農業に対する効

果にとどまらず、事業の実施に伴い、工事や

測量の資材、重機燃料の購入などの一時波及

効果や、雇用労働者の所得が消費され、新た

な生産活動を誘発する２次波及効果も大きい

ものと考えております。 

 次に、事業の負担軽減策についてでありま

すが、本事業は、農業の生産性向上や安全・

安心な農作物の生産と共に、国土保全、水源

涵養などの農業の多面的な機能や、道路排水

などの生活環境の向上、さらには地域経済へ

のさまざまな波及効果が期待されることから、

本市の厳しい財政状況を十分に踏まえ、受益

農家負担の軽減措置を検討してまいります。 

次に、鳥獣食害対策について、被害の状況

と防除資材の効果についてでありますが、マ

ガンによる小麦の被害については、春先の水

田起こしが終わり、落ちもみなどの餌が無く

なり、小麦の若芽が食べられるといった食害

に対し、市では平成１４年度から自己防衛の

ための防除資材として、農家の皆さんにポー

ルと鳥よけテープを貸し出し、防除対策を進

めてきております。こうした取り組みにより、

マガンは防除対策を行っていないところへ餌

場を求め移動するなど、一定の効果があった

ものと考えております。 

次に、捕獲頭数と処分方法についてであり

ますが、本市においては、平成１８年からア

ライグマの出現を確認しており、数件の農家

でスイカやトウモロコシなど、自家用野菜に

被害がありました。アライグマは繁殖力が高

く、生息域も全市に拡大しており、平成１８

年度は２２頭、平成１９年度は５１頭、平成

２０年度は４０頭捕獲しました。捕獲したア

ライグマについては、特定外来生物による生

態系等に関わる被害防止に関する法律に基づ

き駆除しております。 

次に、有害鳥獣の習性等における市民への

啓発についてでありますが、アライグマは繁

殖力が高く、食欲旺盛で生息域を拡大し、農

作物に被害を与えるばかりでなく、地域固有

の生物の生態系や市民生活に大きな影響を与

えることから、市としましては、箱わなによ

る捕獲を行っており、箱わなの貸し出しや設

置の際に、使用方法とアライグマへの対応に

十分注意をするよう啓発しております。 
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今後ともアライグマの習性や有害鳥獣とし

ての危険性などについて、広報紙メロディー

などで市民の皆さんにお知らせしてまいりた

いと考えております。 

次に、マガンによる食害防止策についてで

ありますが、平成１４年度から取り組みを進

めている、ポールと鳥よけテープにより一定

の効果がありましたので、今後もポール等の

対応で小麦の食害対策を進めてまいりたいと

考えております。 

次に、宮島沼保全対策について、宮島沼の

現状についてでありますが、従前の石狩川の

河川改修や農地改良などの開発に伴う土砂の

流入や、よしなど植生の堆積により、水深は

沼の中心で約５５センチと極めて浅い状況と

なっており、堆積速度は年間平均で約１セン

チと自然的な事象以上に早く沼の浅底化が進

行しております。 

また、沼の面積につきましても、過去の調

査において４５年間で最大５．７ヘクタール

にわたり開放水面が縮小しているとの報告を

受けているところでございます。 

次に、宮島沼の水質環境についてでありま

すが、水質につきましては、沼の富栄養化の

進行が著しく、周辺の池や沼と比較して水質

の濁りを表すＣＯＤの値や、富栄養化の原因

となる窒素や燐の数値も高い濃度を示してい

る状況にあります。水質悪化の原因につきま

しては、これまでの調査において、時期にお

いて沼の水が滞留しやすいことや、マガン等

の飛来ピーク時に富栄養化度が上がるとのデ

ータもあることから、糞による影響が原因と

なっている可能性も考えられるところであり

ます。 

マガンの生息環境などについてであります

が、マガンの生息環境につきましては、宮島

沼水鳥・湿地センターの開館による来訪者の

増加がマガンに与えるストレスの原因の１つ

とも考えられており、他の鳥類や沼周辺の動

植物などにも影響を及ぼすことが懸念されて

おります。 

また、沼の生物の生息環境につきましても、

かつては多くの水生植物が生息しておりまし

たが、近年、水質の悪化等に伴い、水生植物

の生育種数が減少しております。 

本市の貴重な地域資源である宮島沼の環境

を取り戻し、地域の財産として次世代に引き

継いでいくためにも、今後、環境省の保全事

業と連携した取り組みを進めていきたいと考

えているところでございます。 

●議長林 国夫君 ９番、白木優志議員。 

●９番白木優志議員 自席から何点か再質問

させていただきます。 

 まず、美唄地区国営農地再編整備事業につ

いてでありますが、この事業は、今後確実に

訪れる厳しい産地間競争を勝ち抜くための投

資であり、経営体の体質強化でもある。私は

投資に見合った効果が発生するため、行政責

任において推移を見守っていかなければなら

ないと私は考えています。市長は本市農業の

未来像をどう思い浮かべているのかお伺いし

ます。 

 次に、食害防止についてであります。ポー

ル等食害防止に効果があるとの答弁ですが、

私は、マガンの食害防止策には限界が来てい

ると認識しています。その上に立って鳥獣保

護区を条件に指定した食糧保障制度がもっと

弾力的に運用できるよう、再検討も含め、ま



-  - 40

た、宮島沼やマガン等を通じて、お互いに支

え合うような対策が求められている時期にき

ていると思いますが、それに向けた考え方が

あればお伺いいたします。 

 次に、宮島沼保全対策についてであります

が、沼の水深は３０センチを切ると、一気に

よしなどがはびこると聞いております。した

がって、私は沼の開放水面寿命は、２０年位

と思っているところでございます。早急な対

策が必要と思われるが、その対応策をお伺い

します。 

 また、水質改善に向けた有効な対策など、

考えがあればお伺いします。 

多様な生物相の保全・再生に向けた課題に

ついてもお伺いします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 白木議員の質問に順次お

答えいたします。 

 最初に、本市農業の将来像についてであり

ますが、今日、農業を取り巻く国内外の情勢

は大変厳しい状況にありまして、本市の農業

が将来にわたって持続的に発展するためには、

活力に満ちあふれ、魅力ある農業農村の構築

が必要となっております。このようなことか

ら、効率的かつ安定的な営農を図るため、多

様な米生産や高品質な農産物の生産、担い手

の育成に資するための農地の利用集積や流動

化を促進し、生産性の高い地域農業の展開を

目指してまいりたいと、このように考えてお

ります。 

 次に、マガンによる食害対策についてであ

りますが、現段階では、防除資材の貸与で対

応してまいりますが、地域の農業振興や活性

化を図る為の宮島沼やマガンといった、地域

資源を有効に活用した新たな対策について、

地域の皆さんと一緒になって検討してまいり

たいと、このように考えてございます。 

 また、食害にあって廃耕し、他の作物に転

作した場合に適用される、美唄市小麦食害対

策事業実施要綱の弾力的な運用の見直しにつ

きまして、研究を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、宮島沼の保全に向けた取り組みでご

ざいますけれども、現在、環境省で進めてい

る国指定の鳥獣保護区保全事業において、昨

年度の基本計画の策定後、沼の現状に沿った

課題の整理を行っておりまして、沼面積の縮

小や浅底化、水質の改善などの事業メニュー

の選定を行っているところでございます。 

本市といたしましても、鳥類のモニタリン

グ調査や植生物に関するデータベースの管理

などを継続していくと共に、宮島沼を適切に

保全し、次世代に確実に残していくためにも、

宮島沼保全活用計画の推進や、宮島沼への環

境負荷を軽減し、水質や沼周辺の環境を回復

させるための方策について、今後とも環境省

など関係機関と協議し、積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。 

また、昨年から実施しております、冬水田

んぼにつきましては、沼に隣接する水田を利

用し、通常よりも早く水田に水を張ることで、

沼の乾燥化を防ぎ、水質浄化など沼の環境悪

化を防ぐ方策の１つとして進めているもので

あり、宮島沼のファンを増やす方策の１つと

して、今後とも取り組んでまいりたいと考え

ております。 

●議長林 国夫君 次に移ります。 

 １６番、内馬場克康議員。 
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●１６番内馬場克康議員（登壇） 平成２１

年第１回市議会定例会に当たり、大綱６点に

ついて市長に質問をいたします。 

 さきに発表されました、政府の２月の月例

経済報告においては、国内経済の景気の基調

判断として、景気は急速な悪化が続いており、

厳しい状況にあるとし、先行きについては、

当面悪化が続くと見られ、急速な減産の動き

などが雇用の大幅な調整につながることが懸

念されると言われております。この中で、北

海道の景気判断は、昨年末から本年１月と比

較をして、さらに後退をしているということ

で、個人消費の弱さ、生産活動の低下、雇用

状況の厳しさ、企業倒産の件数、負債総額の

増加が示されており、このような経済状況の

中で、道内各市町村はともに財政問題、雇用

問題などを抱え、それぞれ大変な苦慮をされ

ておりますが、美唄市におきましても、厳し

い経済状況が続いており、企業などの経営も

厳しく、さらには雇用関係の改善もなかなか

見られない状況です。 

 以下、具体的に質問をさせていただきます。 

大綱１点目は、市政報告についてでありま

すが、さきに市政報告として、札幌地方裁判

所から送達のあった、医療過誤による損害賠

償請求事件についてお伺いをいたします。 

その１つは、訴状の内容についてでありま

す。 

２つと致しましては、事故発生後、今日ま

での経過について、できるだけ詳細にお知ら

せをいただきたいと思います。 

大綱２点目は、市町村の合併特例等に関す

る対応についてであります。平成１７年７月

に施行された、市町村の合併特例等に関する

法律、合併新法においては、地方分権の推進

や経済社会状況の変化に対応した、市町村の

行政体制を確立するため、都道府県は、それ

ぞれ総務大臣の定めた基本的な指針に基づい

て、市町村合併の推進に関する構想を定める

こととなっており、平成１８年４月には、北

海道としての構想も出されておりますが、経

過といたしまして、美唄市は旧合併特例法に

おいては、自立の選択をし、合併をしないと

のことできており、当時議会としても平成１

５年第２回定例会において、合併問題等調査

特別委員会を設置し、調査をしてきた経過が

ありますが、財政状況が厳しくなってきた今

日、市民の間でもまちの生き残りをかけた合

併が必要ではないかという話も出てきており

ます。合併新法は、平成２２年３月末までと

１年あまりに迫る中、美唄市の合併は困難な

ことでありますが、市民の関心への説明責任

もありますので、合併新法に対する市長の考

え方などと、今日までの経過について以下お

伺いをいたします。 

その１つは、北海道の市町村合併推進構想

についてでありますが、道としては、合併新

法の趣旨を前提とし、道内市町村を取り巻く

環境の変化並びに合併新法に基づく国の指針

等を踏まえながら、基礎自治体の充実強化の

手法の１つとして、道の考え方が示されてお

りますが、お聞きをいたします。 

１つには、構想に対する市としての対応に

ついてであります。 

２つには、構想対象市町村の組み合わせに

ついてであります。どのように対応を検討さ

れたかお伺いをいたします。 

大綱３点目は、市の組織機構についてであ
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ります。市の組織機構のあり方につきまして

は、昨年、第１回定例会におきましてもお伺

いをいたしておりますが、その後の状況を踏

まえ、改めてお伺いをいたします。 

１つ目といたしまして、組織機構のあり方

についてでありますが、前回質問時には、将

来の想定人口に合わせた組織機構のあり方に

ついて、どのような考え方で検討されている

のかとお伺いをいたしましたが、そのときの

お答えとしては、市長は、行政運営に当たっ

ては、常に自治体の規模に見合ったものにな

るよう、組織及び運営の合理化が求められて

おり、これまでの自立推進計画に基づく事務

事業の見直しや、施設の統廃合、指定管理者

の導入、民間委託などの行政改革を進め、職

員数を削減する中で、多様化する事務及び行

政課題に対応する効率的な組織体制づくりに

努めているとのお答えをいただいております

が、その後の組織機構のあり方について、具

体的に検討あるいは実施した内容等があれば

お伺いをいたしたいと思います。 

２つ目といたしまして、部制の検討につい

てであります。これにつきましても、前回お

聞きをいたしましたが、本市の組織の部制導

入については、昭和４８年となっており、そ

のときの人口は４８年３月末で４万０，６２

２人、職員数は４月１日現在で７９２人とな

っており、当時の市一般部局では、総務部、

民生部、経済部、建設部の４部体制として発

足したと聞いておりますが、当時と比較し現

状認識した場合、少子高齢化による人口の減

少、経済と社会情勢が厳しい中、また、市の

財政状況等を考えた場合、部性が必要なのか

どうなのか、改めて検討する必要があるので

はないかと思うものであります。前回、お伺

いしたときには、部制は多様化する行政サー

ビスや事務事業を迅速に進めるほか、所管す

る部門ごとの基本方針、重点施策等を定め、

庁議での意思決定や全庁的な総合調整を円滑

に進めることを主な目的としており、部制は

必要であり、継続をして行くとのお答えをい

ただいておりますが、従来型の部制の中では、

課長職はどうしても中間管理職的な立場とな

ってしまい、思い切った仕事に対する意欲を

発揮できないのではないかと思うところであ

ります。 

また、この後お伺いをいたしますが、グル

ープ制の実施に入った場合の、課長職の職責

はますます重要となってくると思うものであ

ります。改めて部制のあり方についてお伺い

をいたします。 

３つ目は、スタッフ制及びグループ制の状

況についてでありますが、スタッフ制につき

ましては、特定課題に対応する職員の配置を

行なっているとのことでありますが、その状

況についてお伺いをいたします。 

また、平成１９年から地域経営室で試行し

ており、現在、税務課、建築住宅課において

先行実施のグループ制については、今後、全

庁的に導入するに当たっては、若手職員を中

心とする検討組織を設置し、グループ制のあ

り方や事務配分、効果などについて十分に検

証し、検討するとのことでありましたが、お

聞きするところ、４月から全庁的に導入する

方向とも聞いておりますので、その状況につ

いてお伺いをいたします。 

４つ目といたしましては、地域応援チーム

の状況についてであります。平成１９年８月
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にモデル地区となる３つの町内会を選定し、

地域の課題の確認や課題を解決する取り組み

に関して協議をし、２０年夏ごろにはモデル

地区における活動内容を検証した上で、全地

域に導入をしたいという考え方でありました

が、どのような状況になっているのかお伺い

をいたします。 

大綱４点目は、人事異動についてでありま

すが、市職員の人事異動についてお聞きをい

たしますが、従来の人事異動は、上司など上

級者の判断によってなされていたと理解をい

たしております。それはそれで客観的な評価

によって、それぞれなさるので、それなりに

うまく機能しているものと解しておりますが、

人はそれぞれ全てオープンではないので、表

面だけではなかなかわからない能力とか、評

価しがたい部分がたくさんあるのではないか

と考えるところであります。適材適所に配置

されない為に、それぞれの人材が生かされな

いとか、能力が発揮されないままになってい

るというようなことは否定できないものであ

ると考えるところであります。 

以下、人事異動についてお伺いをいたしま

す。 

その１つは、人事異動の判断基準について

でございますが、現在、人事異動を行うに当

たっては、１つの基準のもとに行われている

と思いますが、その基準など考え方について

お伺いをいたします。 

２つ目は、人事異動の公募制についてであ

りますが、職員数が減少する中で、多様化す

る事務及び行政課題に対応するためには、あ

る程度、職員が希望する職場への異動が職員

の意欲とともに事務の効率化を図ると思いま

すが、今まさに心の病という職員が増えてき

ていると聞いております。ぜひ、公募制を検

討すべきと思いますが、この点についてお伺

いをいたします。 

３つ目は、管理職の希望降格制についてで

ありますが、行政課題の多様化する今日、部

課長職等管理職におきましては、厳しい労働

環境の中で大変な重責を背負っているものと

思います。職員本人の病気やけが、あるいは

高齢化社会を迎えて、親の介護を初めとした

家庭の事情など、さまざまな理由から職務を

十分こなせないなどの過重なストレスを感じ

ている職員もいるのではと思うところであり

ます。 

また、最近は、退職年数を残して退職する

職員もいると聞いておりますが、職員の心身

の負担軽減と職場の活性化の為に、職員の希

望を入れ、このような制度も設ける必要があ

る時代ではないかと思うものであります。市

長の考え方をお伺いいたしたいと思います。 

大綱５点目は、雇用情勢と対策についてで

ありますが、厚生労働省が発表した有効求人

倍率によりますと、本年１月の有効求人倍率

季節調整値は０．６７倍で、昨年１２月より

０．０６ポイント悪化し、下げ幅は１９９２

年１月以来の大きさで、２００３年９月の水

準まで落ち込んでいるとあります。一方、総

務省の労働力調査では、１月の完全失業率、

季節調整値は４．１％で、昨年１２月より０．

１ポイント改善したとなっており、有効求人

倍率が下落したのは４月になって、新たに求

人票を出した数を示す新規求人数が前月比７．

０％と大幅に減り、逆に新規求職者数が５．

９％増となったため、新規求人倍数は０．９
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２倍となり、２００２年１１月以来、６年２

ケ月ぶりに１倍を下回っております。新規求

職者のうち、会社側の都合で離職した人は約

２１万人と聞いてございますし、また、前年

同月比２．３倍を大きく増えていると、こう

いうことでございます。これが今日の労働問

題に対する特徴であるとされておりますし、

また、失業者数で言いますと、完全失業者は

２７７万人、前年同月比では２１万人増えて

いると、就業者数は６，２９２万人で、前年

同月比２９万人減ということで、このように

雇用状況は、ますます全国的にも厳しさを増

してきている状況でありますが、美唄市にお

ける雇用情勢について、以下お伺いをいたし

ます。 

その１つは、市内企業の雇用情勢について

でありますが、ハローワーク美唄で取り扱っ

た平成２０年１月から１２月期までの４年間

の雇用保険資格喪失件数を前年対比により、

業種別でその動向についてお知らせをいただ

きたいと思います。 

また、有効求人数についても、月間平均有

効求人数を前年対比で状況をお知らせくださ

い。合わせて、平成２０年に入ってからの企

業倒産、閉鎖あるいは経営縮小による解雇、

派遣切りなどの状況について、業種別と解雇

者数等についてお聞かせをいただきたいと思

います。 

さらに、今後における企業閉鎖あるいは経

営縮小などの情報等があればお伺いをいたし

たいと思います。 

２つ目は、雇用対策についてでありますが、

さきの報道によりますと、道内自治体の緊急

雇用対策ということで、雇用情勢の悪化を受

け、道内自治体の実施している雇用された人

の多くは、季節労働者で占められているとい

うことであり、雇用保険法の改正により、平

成１９年から失業時に給付される特例一時金

の減額、冬期技能講習制度の廃止により、そ

れぞれに生活苦の話がありましたが、このよ

うな状況の中で、美唄市の状況と合わせ、市

としての雇用対策について、どのように考え

て取り組まれているのか、お伺いをいたしま

す。 

３つ目といたしまして、新規学卒者の就業

状況についてでありますが、例年は新規学卒

者の就職率は、求人数はあるものの地元求人

が少なく、大変な状況が続いていると数年お

伺いをしてきてございます。今春の卒業生に

ついては、先の文部科学省の調査において、

今春卒業予定の高校生の就職内定率は、昨年

１２月末時点で、前年同月比１．５ポイント

減の８２．３％で、６年ぶりの下降となり、

道内では１．０ポイント減の６４．５％で、

都道府県別では、沖縄の次に低かったとの発

表がありましたが、このように現在は北海道

を初め、全国的にも就職状況は大変厳しい状

況になっており、就職の内定取り消しなど、

新規学卒者には大変な状況が続いております

が、市内における今春卒業予定者の就職内定

状況について高校と併せて短大、専修学校等

の状況についてもお知らせをいただきたいと

思います。 

また、就職の内定取り消し等がある場合、

合わせてお知らせください。 

なお、就職希望者で就職が決まらない卒業

生がいるとした場合に、その対応は、市とし

てどのように考えておられるのか、お伺いを
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いたします。 

４つ目といたしましては、ハローワーク美

唄の統合・廃止についてであります。昨年１

１月１４日、北海道労働局長による平成２１

年４月１日をもって岩見沢公共職業安定所に

統合する計画が示され、これに対する統合計

画反対行動として、経済界を初め、労働団体

及び関係団体による関係機関への要請、陳情

等の取り組みが進められ、市議会といたしま

しても、平成２０年１２月９日付、統合に反

対する意見書を各関係先へ提出してきたとこ

ろでありますが、その１２月２４日付、北海

道労働局長より、同日付、閣議決定されたと

のことで、統合の時期については、当初予定

の２１年４月１日を平成２２年３月３１日に

変更し、実質の１年先送りすると共に、統合

後における代替機能のあり方についても、美

唄市の関係者の意向をお聞きしながら、適切

に対処したいと考えておりますので、ご理解

とご協力をよろしくお願い申し上げますとの

文書が入っておりますが、統合反対に対する

その後の状況経過についてお伺いをいたした

いと思います。 

大綱６点目については、地域医療の確保に

ついてでありますが、今自治体病院の多くは、

医師の地域偏在や診療報酬の引き下げ、医療

制度の改正による影響など、医療を取り巻く

環境の変化により、経営は厳しい状況にあり

ますが、このような中で、市立美唄病院につ

いても、累積不良債務解消のため、第５次病

院事業経営健全化措置による、経営健全化計

画を策定し、経営改善に努めてきたところで

あります。経営改善のための抜本策といたし

まして、美唄労災病院との統合による新たな

病院づくりということで、大きな期待を持っ

てきたところでありますが、結果として、統

合後における医師の確保が困難ということで、

断念せざるを得ないということでありました

が、このような状況の中で、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律において、病院事

業について、公立病院改革ガイドラインに基

づく、公立病院改革プランを策定し、病院事

業の改革に総合的に取り組むことが示され、

美唄市といたしましても、これにより市立美

唄病院改革プランを策定し、平成１９年度末

における不良債務２３億４，３９０万解消の

ための公立病院特例債、８億３，９００万円

の借入について最大の努力をすることが市立

美唄病院の健全化、あるいは美唄市の財政の

健全化を図るものであり、議会における基本

問題調査特別委員会の中でも、この点を十分

協議されたところでありますが、特例債借入

の申請中でありますが、なお、今後の地域医

療を考えた場合に心配される部分もあります

ので、前段申し上げました、今日までの経過

の上に立って改めてお伺いをいたします。 

その１つは、今後の地域医療を考えた場合、

市立病院のあり方についてでありますが、美

唄市のまちづくりは、福祉・環境・交流・経

済振興を柱に取り組んでおり、その１つであ

る福祉行政の推進では、一般市民はもとより、

高齢者が多い本市にとりましては、地域医療

の確保は欠かすことのできない重要な要素で

あります。 

また、まちづくりの全体においても、地域

医療の衰退は地域経済や健康に対する将来へ

の不安など、安心して暮らせるまちづくりに

大きな影響を与えることになり、福祉・医療
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の分野だけではなく、ほかの分野の政策等に

も大きく作用するものと思われます。改革プ

ランにおいては、平成２１年度から２３年度

までの３年間を、経営の効率化による経常収

支の黒字化を図る期間とし、ただし、平成２

０年度から平成２７年度までの８年間を平成

１９年度末における不良債務解消を図る期間

としており、何としてもこれを達成されなけ

ればならないものでありますが、今後の医療

制度を考えた場合に、不透明な部分が多々あ

ります。地域医療の中核をなす総合病院とし

ての機能が果たせなくなる場合もあるように

思われるものであります。この点、どのよう

に市長として考えておられるのか、お伺いを

いたします。 

２つ目といたしまして、総合病院としての

経営形態の見直しについてでありますが、私

としても、美唄市の地域医療を担う上で、で

きることなら自治体病院としての市立病院の

経営が望ましいものと考えるところでありま

すが、改革プランの中においても、国の公立

病院ガイドラインにおいても、経営形態の見

直しを求められていることから、今後、病院

経営の効率化を図るため、公営企業法の全部

適用、地方独立行政法人化、指定管理者制度

の活用、民間譲渡などについて平成２５年度

までに一定の結論が得られるように進めてい

きたいということが示されておりますが、市

民にとりましては、安心して通える病院であ

れば、それは公立病院でも民間病院でもいい

のではないかと、このように思うものであり

ます。市長は、この点どのように考えておら

れるのか、お伺いをいたしたいと思います。 

３つ目は、民間病院としての可能性につい

てでありますが、民間病院が市立病院を引き

継ぐ可能性ということは、極めて少ないと思

われますが、このような情報収集、あるいは

可能性についての検討をされたことがあるの

かこの点についてお伺いをいたしたいと思い

ます。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 内馬場議員の質

問にお答えいたします。 

 初めに、市政報告について、訴状の内容及

び経過についてでありますが、訴状の内容は、

平成１６年１月に市立美唄病院に検査入院し

た患者さんが、検査後、急性膵炎を発症し、

重症化した事から、札幌市内の医療機関に搬

送し、入院治療を受けたもので、今日までの

入通院の慰謝料など５，７２２万６，６３７

円の損害賠償を求める内容となっております。

経過につきましては、これまで病院内で事実

関係の整理を行い、院内の医療安全管理委員

会での審議を踏まえ、患者さんへ入院から転

院までの治療行為などについて説明したとこ

ろでありますが、理解が得られず、平成２０

年１２月１７日に第１回目、平成２１年１月

２８日に第２回目の調停が札幌簡易裁判所で

行われましたが、不調となり、打ち切りとな

ったところであります。 

その後、患者が原告となり本市を被告とし

て、医療過誤による損害賠償を求める請求事

件の訴状が平成２１年２月２３日に送達され

たところであります。 

次に、市町村の合併特例等に関する対応に

ついて、北海道市町村合併推進構想について

でありますが、この構想では、概ね人口規模

を３万人とするなどの基準により、全道で４
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３、空知では６つの組み合わせが示されてお

り、本市は、三笠市、月形町との組み合わせ

になっております。この構想に関する道の基

本的な考え方としては、議論の出発点として

活用するものであることや、地域住民の意向

に基づく市町村の自主的・主体的な検討の結

果を最大限尊重することが前提とされており

ます。私としては、市町村合併の議論に際し

ては、住民の意思を尊重することが何よりも

大切であると考えております。本市は、現在、

自立と協働をテーマとして、美唄らしい自治

のしくみづくりに取り組んでいるところであ

り、道の市町村合併推進構想については、今

後とも市民の皆さんの意思を最大限尊重する

ことを基本に、慎重に対応してまいりたいと

考えております。 

次に、構想における組み合わせについては、

合併した場合の人口が概ね３万人という人口

規模のほか、市町村間の結びつきを基にした

クラスター分析の結果や、最大時間距離を８

０分とするという行政区域内の移動時間に関

する基準などに基づき決められております。

これまで本市、三笠市、月形町の３市による

協議等は行っておりませんが、いずれにいた

しましても、近隣自治体として今後も必要な

連携・交流を継続してまいりたいと考えてお

ります。 

次に、市の組織機構等について、組織機構

等のあり方についてでありますが、限られた

人的資源を最大限に生かしていくためには、

職員の能力を高める人材育成と合わせて、よ

り柔軟で効率的な組織体制が求められている

ところであります。このため、今年度若手、

中堅職員を中心とする検討組織を設置し、組

織体制の課題を踏まえた組織の統合やフラッ

ト化のほか、グループ制を含め、今後のあり

方について検討を進めております。今後検討

組織の結果などを踏まえ、平成２１年度から

可能な限り組織機構に反映してまいりたいと

考えております。 

次に、部制の検討についてでありますが、

部制については、行政サービスや事務事業を

迅速に進めるほか、所管する業務ごとの基本

方針、重点政策等を定め、庁議での意思決定

や全庁的な総合調整を円滑に進めることを主

な目的としており、今後におきましても、部

制を継続していく事が必要であると考えてお

ります。 

なお、将来的には小さな市役所づくりなど

の観点から、部の統合などについて、人口規

模や他自治体の状況などを踏まえながら検討

してまいりたいと考えております。 

また、管理職については、所属職員への管

理責任はもとより、市民の皆さんとともに協

働のまちづくりを進めながら、持続可能な自

治体経営を確立する上で、極めて重要な立場

にあると考えております。この為、管理職一

人ひとりが自らの職責を自覚することが重要

でありますので、今後におきましても、さま

ざまな機会を通じて、自覚が深まるよう指導

してまいりたいと考えております。 

次に、スタッフ制及びグループ制の状況に

ついてであります。 

スタッフ制の状況につきましては、現在、

交流施設、第三セクター、防災、ごみ減量化、

子育て支援、家庭児童相談、農業支援、国営

事業、住宅設備、林業振興、公園管理の１０

部門に配置しております。 
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グループ制の状況については、地域経営室

及び建築住宅課において試行しており、職員

間の連携が図られるなど、一定の効果がある

ものと認識しておりますが、この制度は課長

職のリーダーシップの発揮が強く求められる

ことから、全庁的な導入に当たっては、職員

が十分に理解した上で導入することが重要で

あると考えております。 

次に、地域応援チームの状況についてであ

りますが、地域応援チームは、地域の困り事

を地域の皆さんと一緒に解決して行く仕組み

として導入した制度で、小学校区や連合町内

会の範囲などに基づき、市内を１２のブロッ

クに分けて、各ブロックに４名から５名の市

職員で編成したチームを配置するものであり

ます。平成１９年度にモデル地区を３地区設

定し、活動の検証を行った上で、平成２０年

９月から、市内の全町内会、自治会、農事組

合を対象として本格実施したところでありま

す。各チームでは、担当ブロックの町内会長

など、代表者の方を訪問し、制度の目的や概

要をご説明したところであります。これまで

制度に関するお問い合わせや、利用の仕方に

ついての相談をいただいておりますが、具体

的な活動については、今後、地域の意向を踏

まえて、実施してまいりたいと考えておりま

す。 

また、先行実施したモデル地区では、警察

署による防犯講習会の開催や、防犯パトロー

ルに向けたユニフォームの調達などが行なわ

れており、今後も応援チームとの連携により、

地域の自主的な活動を広げていきたいと期待

しております。 

次に、人事異動について、人事の判断基準

についてでありますが、各所属との人事ヒア

リングを参考に、勤務評定や在職履歴、全体

の年齢構成等を考慮し、適材適所を念頭に配

置替えを行っております。異動については、

幅広い職務経験を積むことで、職員の能力を

高め、組織の活性化を図ると共に、業務の継

続性や専門性などにも留意しながら、同一職

場に概ね５年以上在勤している職員を異動対

象としているところであります。 

次に、人事異動の公募制についてでありま

すが、人事異動においては、職員の意欲の向

上や職場の活性化が図れることが重要であり、

ご指摘の公募性も含め職員の意向の把握に努

めてまいりたいと考えております。 

次に、管理職の希望降格制についてであり

ますが、一部の自治体においては、職員の降

格希望を尊重し、当該職員の能力と意欲に応

じた任用と、組織の活性化の促進を目的とし

て導入されておりますが、降格を承認する事

由の範囲や降格後の給料の決定など、自治体

の考え方により取り扱いが異なることから、

他の先進自治体の実態を検証するなど、調査

してまいりたいと考えております。 

次に、雇用情勢と対策について、雇用情勢

についてでありますが、平成２０年１月から

１２月までのハローワーク美唄で取り扱った

雇用保険資格喪失件数は、７０３件で主な業

種は医療・福祉が１９１件と最も多く、次い

で製造業が１０７件、建設業は８４件、サー

ビス業が８２件となっております。前年と比

較しますと、全体で５５件減少しており、減

少した主な業種で申し上げますと、製造業で

１８件と最も多く、次いで、小売業で９件と

なっております。 
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また、増加した業種では、教育で４件、工

業で２件、ガス・水道業及びサービス業でそ

れぞれ１件となっております。 

次に、有効求人倍率、求人数につきまして

は、平成２０年１年間の月間平均数は１９７

人で、前年と比較いたしますと、５２人減少

しております。 

次に、平成２０年中における企業倒産、閉

鎖、経営縮小などによる解雇の状況について、

確認されたもので申し上げますと、運輸業で

１社が解散し、解雇者は５名、小売業で１社

が破産し解雇者は９名、サービス業で１社が

閉鎖し、解雇者は７名、建設業で４社が事業

停止及び解散、破産しておりますが、解雇者

の数については確認がとれておりません。 

また、平成２１年に入ってからは、２月末

に１社が解散し、２７名が離職となり、３月

末に１社が閉鎖予定で、４名の職員が離職さ

れると聞いているところでございます。これ

まで雇い止めや、派遣切りの情報はありませ

んが、一部の事業所において労働時間の調整

等を実施し、また、検討している事業所もあ

ると聞いております。本市の雇用状況はただ

今お答えしたとおりであり、今後さらに厳し

い状況になることが懸念されるところであり

ます。 

次に、雇用対策についてでありますが、本

市おきましては、企業の倒産や経営縮小など

により、職を失う方が増加する状況にあり、

雇用対策は本市の活性化にとっても非常に重

要な課題であると考えているところでありま

す。本市における平成１９年度の年間平均有

効求人倍率は、０．４倍と低い水準にあり、

平成２０年度の４月から１２月までの平均有

効求人倍率が０．３９倍で、前年度と比較し

ますと、０．０１ポイント下回り、また、北

海道と比較しても０．０５４ポイント下回る

など、厳しい雇用状況となっております。 

このため、市といたしましては、国の第２

次補正予算による地域活性化生活対策臨時交

付金や、北海道緊急雇用創出事業臨時特例基

金の活用を図り、雇用対策に努めてまいりた

いと考えております。 

また、季節労働者の方々の対策として、平

成１９年８月に設立いたしました美唄市を始

め、空知支庁や商工会議所、建設業協会、勤

労者企業組合で構成する、美唄市季節労働者

通年雇用促進協議会において、通年雇用化意

識講習会の開催や、資格取得に対する助成事

業などを行うほか、事業所を対象とした国の

通年雇用に向けた助成制度の説明会などの取

り組みに対し支援しており、季節労働者の

方々の通年雇用化に努めているところであり

ます。 

次に、新規学卒者の就業状況についてであ

りますが、初めに、市内の高校における卒業

予定者は、１月末現在２８３名で、そのうち

就職希望者は１０８名となっており、就職内

定者は７８名、内定率は７２．２％で、昨年

同期と比較いたしますと、１７％高くなって

おります。 

次に、専修大学北海道短期大学の卒業予定

者は１５９名で、そのうち就職希望者は５９

名となっており、就職内定者は４４名、内定

率は７４．６％で、前年同期より９．８％高

くなっております。 

北海道中央コンピュータ・カレッジの卒業

予定者は１７名で、そのうち就職希望者は１
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６名となっており、就職内定者は８名、内定

率は５０％で、前年同期より３７．５％下が

っております。 

また、内定取り消しについて各学校に確認

したところ、現時点では取り消された生徒は

いないとお聞きしているところであります。 

なお、市として未就職者への対応について

は、今後も北海道が就職の支援を行うジョブ

カフェなどへの紹介や、南空知地域雇用対策

協議会などと連携を図り、就職相談会やセミ

ナーの開催、また、求職者職業能力開発支援

事業により、就職を希望する高校生などのレ

ベルアップを図り、就職に結びつけてまいり

たいと考えているところであります。 

次に、ハローワーク美唄の統合についてで

ありますが、昨年１１月１４日に北海道労働

局長から、ハローワーク美唄出張所を平成２

１年４月１日をもって岩見沢公共職業安定所

に統合する計画が示されたことから、１２月

５日に市議会を始め、経済・労働団体など、

９団体により、統合反対存続要望を国や道に

働きかけたところであります。 

その後、２０年１２月２４日付けで、北海

道労働局長からハローワーク美唄出張所は統

合の時期を１年延期し、平成２２年３月３１

日に変更した上で、岩見沢公共職業安定所に

統合することとし、統合後における代替機能

についても、今後地元と協議を進めたいと回

答が文書により示されたところであります。

このような中にあって、本年の１月に、地元

関係団体の代表者により、今後の対策などに

ついて協議を行った結果、さまざまなご意見

がありましたことから、４月に北海道労働局

を招き、関係団体とともに協議する場を設け

ることとしたところであります。 

次に、地域医療の確保について、地域医療

における市立病院のあり方についてでありま

すが、市民が安心して生活する上で、地域医

療の確保は必要不可欠であると認識しており

ます。市立病院は、本年１月に策定した市立

美唄病院改革プランに基づき、公立病院とし

て救急医療などの不採算部門も担いつつ、現

在の診療体制を維持し、市民の医療ニーズに

より適切に対応していくことが必要と考えて

おります。 

今後においては、市民の医療ニーズに応え

るため、市内の医療機関との連携について、

医師会の意見等を踏まえ、地域における医療

連携体制を構築してまいりたいと考えており

ます。今後の医療制度改正などにより、病院

運営に大きな影響が危惧される場合には、地

域医療を確保する観点から、国や道に対し、

財政支援などについて要望してまいりたいと

考えております。 

次に、病院の経営形態についてであります

が、地域医療を確保する上では、救急医療や

小児医療など、不採算部門に対する課題があ

りますが、このような不採算部門を担って行

くのが地方自治体で経営する公立病院の役割

であると考えております。市立病院は、現在、

地方公営企業法の一部適用で運営しておりま

すが、経営形態も種々ありますことから、今

後、地域医療庁内検討委員会や、美唄市地域

医療に関する懇談会などの意見を踏まえ、平

成２５年度までに一定の結論が得られるよう

進めてまいります。 

最後に、民間病院の検討についてでありま

すが、私は、美唄の地域医療を確保する上で、
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公立病院が果たすべき役割は大きいものと考

えております。こうした中で、これまでも美

唄労災病院との統合による新たな病院づくり

への取り組みや、統合断念後の市立病院の存

続の為の再編計画策定などを行ってきたとこ

ろであり、民間病院に関する検討は行ってい

ない状況にあります。 

●議長林 国夫君 １６番、内馬場克康議員。 

●１６番内馬場克康議員 再質問を若干させ

ていただきます。 

初めに、医療過誤による損害賠償を求める

請求事件についてでありますが、市政報告が

あったという考え方からいけば、訴状の内容

等、議会としても共有できるものかと、この

ように考えていたところでございますが、今

後の裁判にいろいろな形で尾を引いてくると

いうようなお話もありながら、具体的な詳細

についてはお知らせをいただけないというふ

うな話も聞いてございます。 

そこで、若干確認をさせていただきますけ

れども、本来であれば、裁判所との関係もあ

ると言いながらも、訴状が送られてきたとい

う関係からいけば、原告の住所氏名等なんか

についても、本来お聞かせいただけるものと、

このように考えたんですが、これは明らかに

できないというお話もございましたが、これ

は明らかにできないのかどうなのか、お伺い

をいたします。 

次に、損害賠償請求金額、５，７２２万６，

６３７円という数字が市政報告の中で報告さ

れてございます。この金額というのは積み上

げの積算根拠が、積み上げてきた積算根拠が

いろいろとあると思うんですが、これについ

ても何か、積算根拠については示されないと

いう話がちょっと聞いてございますけれども、

この辺、総枠の５，７００万が示されるとな

れば、この根拠の積み上げが示されないとい

う部分について、どうしてなのかお伺いをい

たしたいと思います。 

それから、札幌簡易裁判所において２回に

わたり調停に挑んだが、最終的には調停は不

調に終わったと、こういうことでございます

けれども、不調になった要因というのは、双

方のやりとりの中で、結果的に不調になった

わけだから、不調になった要因の主なものに

ついてわかればお教えをいただきたい、この

ように思います。 

次に、全国自治体病院協議会が窓口になっ

ているということでございまして、病院賠償

保険については、今後、訴訟の結果、あるい

は和解等も起こり得るわけでございますけれ

ども、それらについては一切この自治体病院

協会が関係している病院の賠償保険において、

全て裁判費用はここで賄っていける、こうい

う形で理解しておいていいのか、この辺につ

いてお伺いをしておきたいと思います。 

次に、北海道市町村の合併推進構想につい

てでございますけれども、合併新法の出たと

きと、現在の美唄市の財政状況に対する考え

方は若干、財政的にも変わってきているもの

と、このように思うところでございます。合

併することにより、国・道の支援等も構想の

中にはありますから、この辺をどのようにと

らまえて今日合併しない形で推移されてきた

のか、この辺の検討経過について、当然検討

されていると思いますので、お伺いをしてお

きたいと思います。 

それから、構想対象市町村の関係ですけれ
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ども、空知Ａグループとして美唄市、それか

ら三笠、月形町と３町となっているという話

でございます。それで、これまで組み合わせ

市町村と協議を行っていないということです

けれども、構想の組み合わせ市町村というの

が、美唄市、三笠、月形と、２市１町という

形になってくれば、合併をするにしても、し

ないにしても、関係して構想に出された市町

村との話し合いというものは、やるべきでな

かったかなという気がいたします。やるとす

れば、やはりどこの町村からもそういう話は

ないということではなくて、この２市１町で

あれば、当然美唄市がその先導役、役割を果

たすべきではなかったかと、このように考え

るところでございますので、この点について

お聞きをしておきたいと思います。 

それから、グループ制の状況についてでご

ざいますけれども、グループ制の検討につい

ては、前回、先進例の研究やメリットデメリ

ットなどを整理すると共に、十分な庁内議論

をすると、こういう形でお答えをしていただ

きながら進めてこられたと、昨年、お話をし

ていただいたときの現状認識という部分で、

お話を聞いているところでございますけれど

も、グループ制というのは、団塊の世代対策

として、職制の確保によるモチベーションを

高めるためなどから、導入をされてきた経過

もあると、他市においては、グループ制をや

め、係制を復活しているとの認識もありまし

たが、この点、先行してやっておられたとこ

ろで、グループ制があまり順調に、進んでい

るところもありますけれども、必ずしも絶対

的なものではないという考え方で、それぞれ

先行した市町村でやめてきている市町村も結

構出てきていると、このように考えてござい

ますから、そのときに、今うちがグループ制

を始めるとするならば、やはりそのメリット

デメリットというのは、相当検証されて取り

組みをされるんだろうと、このように思いま

すので、その辺の経過についてお聞かせをい

ただきたい、このように思います。 

次に、地域応援チームの状況についてお伺

いいたします。１９年から実施のモデル地区

３地区の活動の検証を行なったうえで、昨年

９月から市内の全町内会、自治会、農事組合

を対象として、本格的実施をしているとのこ

とでありますから、モデル地区での結果が非

常に良好だったという考え方から実施に入る

と、こういう形になろうかと思いますので、

実施により、特徴的なものがあればお知らせ

をいただきたい、このように思います。 

また、市内１２のブロックについて、各ブ

ロック４名から５名の幹部職員で編成したチ

ームを配置するということでございますから、

担当する町内会等の集会に参加をして、地域

の問題点や要望を聞き、担当の部署に挙げて

課題の解決を図っていくんだという話で聞い

てございます。ある面、行政サービスの一環

として、出向いて行って要望をくみ上げると

いう姿勢でありますから、高齢化社会を迎え

て大変な時期でございます。そういう部分で、

それが順調に行けば、これは市民にとりまし

ても大変ある部分では有難いことであろうか

と、このように考えるところでございます。 

ただ、そこで考えなければならないのは、

職員にとっては本来業務とは別の方でやるわ

けですから、私は、担当職員は大変なことだ

と、このように考えるところでございます。
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厳しい今財政状況という形でもって、新年度

からは職員給与の見直し、平均１４．５％で

すか。見直しがなされるということでござい

ますし、福利厚生事業等についても予算の削

減がなされると、こういう形で、ある部分い

ろんな面で考えていった場合、職員負担と言

いますか、職員にかかってくる部分非常に大

きいような気がするところでございます。そ

ういうところに市民にとっては非常にいい事

だし、これが順調に行けば大変いいことだと、

このように思うものは思うんですけれども、

果たして、本来業務をやりながら、これから

グループ制を引いて、課長職の役割りという

のは非常に、先ほど答弁の中にも大変大事だ

というふうに考えておられるようですけれど

も、私も本当にグループ制が実施されて行っ

たら課長の資質、この辺がきっちりグループ

制をどう活用させていくのかという部分で、

表れてくるのではないかと、このように考え

るところでございます。したがいまして、実

施して途中で挫折がないようにするためには、

それぞれ管理職ときっちりとこの辺を詰めて、

本当に大丈夫なのかと、十分理解をしながら

取り組まなければならないと、このように考

えてございます。したがいまして、職員との

関係をどのように整理されているのか、改め

てお伺いいたします。 

それから、人事異動の公募制についてでご

ざいます。現行人事異動については、一定の

基準を基に、適材適所を念頭に配置換えを行

っているというご答弁をいただきました。先

進地の事例をお聞きいたしますと、技能職、

労務職と現在の職場が大体１年目の職員を除

く主査以下の全ての職員について、公募制の

対象として実施をしてきているということで、

全国的には人事異動に伴う公募制というもの

は、ある程度進んできていると、このように

聞いてございます。応募者は、希望する職務

内容、動機、取り組みたい課題や豊富をそれ

ぞれ応募用紙に記入して、所属長を通じて人

事課に提出をしていくと、公募するものは、

そこで、書類選考と面接が行なわれて適任と

認められれば異動ができるというもので、職

員のやる気を重視していると、このように聞

いているところでございます。 

また、その他の例といたしましては、新設

される新しい職場内の組織の業務、あるいは

県や国などへの職員の派遣、交流等について

も、これについても、一方的な指名でなくて、

職員から公募しながらこれを実施していると、

こういうふうにも聞いてございます。いずれ

にいたしましても、やっぱり職員の公募制が

うまく形に乗れば、自分が希望した職種でご

ざいますから、仕事も投げるようなこともな

くて、意欲的に取り組む部分が出てくるので

はないかという気がいたします。いずれにい

たしましても、現在、従来の方法を踏襲して

行ってはならないと、こういうふうに言われ

てございます。大変革期という言葉も使われ

てございますので、職員の異動についても、

改革をするための工夫が必要ではないかとい

う形でお話を申し上げたところでございます。

この辺についてお答えをいただきたい、この

ように考えるところでございます。 

次に、雇用対策についてでありますが、こ

こ数年の市の雇用対策に対するお話しといた

しましては、１つには、就職者の充実や機能

の職業訓練に対する支援とか、２つには、若
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年者の職業意識の高揚を図るため、南空知の

公益事業などに引き続き取り組んでいると聞

いておりますが、その内容等について、もう

少し詳しくお知らせをいただきたいと、この

ように思います。 

それから、ハローワーク美唄の統廃合につ

いてお聞きいたします。雇用状況の厳しい今

日、公共職業安定所が実施する、求職や事業

者の職業紹介、相談、雇用保険手続きなど、

その必要性はますます雇用条件が厳しくなっ

てくると、高まってくると、このように考え

てございます。特に美唄市におきましては、

障害者の就労による自立促進や地域住民の雇

用確保に大きな影響を生じるものと考えてい

るところでございます。閣議決定されたこと

により、難しいとは聞いておりますけれども、

さらなる統廃合に対する対応が必要と思いま

すので、再度この取り組みについてお伺いを

いたしたいと思います。 

それから、最後になりましたが、市立病院

の民間病院としての可能性についてでござい

ますけれども、私は、病院改革は改革といた

しまして、市民の健康を第１に考えるとする

のであれば、市立病院の職員を含め、民間病

院の可能性についても、やはり早い機会に頭

の中に入れながら取り組みを進めるべきでは

ないかと、このような気がいたします。いず

れにしましても、今の経営改善の中で、ベッ

ド数を削減していくとか、こういう形になっ

ていきますから、将来的に医師が確保される

時期が来たとしても、ベッド数の関係からい

けば、なかなかまた、総合病院として将来的

に成り立つ部分については難しい部分も相当

にあるのではないかと、こういうことを考え

ると、やはり、表は別としても、そういうこ

とがあり得るのかどうなのかという部分で、

民間病院としての可能性についても見当して

おく必要があるんじゃないのかという気がい

たします。現在、医師や看護師、さらにはベ

ッド数が残っている部分があるわけでござい

ますから、こういう部分を含めて考えておく

必要がある時期ではないかと思いますので、

改めてお伺いいたします。 

●議長林 国夫君 内馬場議員の再質問に対

する理事者の答弁は、午後からといたします。 

 午後１時００分まで休憩いたします。 

 

正午１２時０４分 休憩 

午後 １時００分 開議 

 

●議長林 国夫君 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 内馬場議員の再質問に対する理事者の答弁

から入ります。市長。 

●市長桜井道夫君 内馬場議員の質問に順次

お答えいたします。 

 初めに、訴状の内容等についてであります

が、第１回目の口頭弁論が３月２４日に行わ

れることとなっており、この場で初めて訴状

の内容が公表されることから、裁判への影響

や原告側の個人情報としての取り扱いからも

訴状の詳細及び請求額につきましては、先ほ

どご答弁させていただいた内容にとどめさせ

ていただきたいと考えております。調停が不

調となった理由につきましては、調停委員か

ら、双方の金額に開きがあり、調停成立の見

込みがないことから、２回目をもって打ち切

りとなったものであります。 
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なお、裁判の費用につきましては、市が一

時的に支払うこととなりますが、最終的には

病院賠償責任保険から市に支払われることと

なっております。 

次に、市町村合併についてでありますが、

合併新法の本来の狙いは、地方分権の受け皿

としての基礎自治体の基盤を強化するために、

自主的合併を進めることと理解をしておりま

したが、市町村合併が財政状況の悪化による、

行財政改革の手段としてのみ認識されるよう

になってきたことにつきましては、大変残念

なことであると受け止めております。国では、

新たに集約とネットワークという考えのもと

に、定住自立圏構想を打ち出し、市町村間の

協定に基づく地域の活性化と人口の定住を図

ることとしております。本市は、市町村合併

を選択せず、自立推進計画を策定し、自立を

推進しており、先般、財政健全化計画の策定

に合わせて見直しを行った、自立推進計画を

着実に進め、将来にわたり持続可能な行財政

運営が図られるよう、今後とも全力を尽くし

てまいります。 

次に、三笠市と月形町は、本市とともに南

空知ふるさと市町村圏組合の構成自治体であ

り、月形町とは月形大橋の期成会や、陸上自

衛隊美唄駐屯地の存続活動で、ともに活動し

ており、今後とも両自治体とはさまざまな面

で連携・交流を強めてまいりたいと考えてお

ります。  

次に、グループ制についてでありますが、

他の自治体においては、責任の所在があいま

いとなるなど、結果として期待される効果が

必ずしも表れていない場合もあると承知して

おります。このため、導入に当たっては、全

庁的に議論し、職員の理解を得た上で導入す

ることが重要であると考えております。 

次に、地域応援チームの状況についてであ

りますが、現在、地域においては、過疎化や

高齢化などにより、コミュニティ活動が従来

のようにできなくなる懸念があることから、

環境や景観、防災、防犯、健康づくりなどの

さまざまな課題の解決に向けて、地域の皆さ

んと市が協働で取り組むことが重要であると

考えております。地域応援チームは、勤務時

間内の活動を基本としており、地域の実情を

つぶさに把握することは、本来業務における

職務の遂行や、施策の立案に際しても得るも

のが大きいものと考えております。いずれに

いたしましても、今後の活動におきましては、

本来業務とのバランスなどに十分留意しなが

ら、地域の活性化に向け取り組んでまいりま

す。 

次に、人事異動の公募制についてでありま

すが、職員数の減少や給与の削減など、職員

を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある中、

市民の皆さんの理解と協力のもと、まちづく

りを進めていくには、職員の意欲の向上や職

場の活性化を図ることが重要であり、公募制

の導入など、職員の意向を把握し、具体的に

検討してまいりたいと考えております。 

次に、雇用対策についてでありますが、高

校生を含めた就職希望者の方を対象に、技能

講習や技能取得を目的として、求職者農業能

力開発支援事業を行っております。昨年度は

地域人材開発センターが行う、小型車両系建

設機械運転業務特別教育や、フォークリフト

運転技能講習など、１０コースの講習に求職

者の方が２６名、就職希望の高校生は３１名、
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合わせて５７名の方が受講し、受講に係る費

用の一部を市から支援しているところでござ

います。 

また、岩見沢市、三笠市、月形町、美唄市

の３市１町で設置しております、南空知地域

雇用対策協議会では、高校生向けの就職相談

会や就職意識啓発セミナーなどを通じて、就

職に向けての基礎知識などを習得する事業を

実施しており、昨年度は、地元の高校から延

べ２９８名の生徒が参加しております。厳し

い経済情勢の中、これらの取り組みを通じ、

求職者や就職を希望する高校生の就職活動の

円滑化に一定の効果があったものと考えてお

ります。 

次に、ハローワーク美唄の統合についてで

ありますが、雇用情勢は今後ますます悪化す

ることが予想されており、また、障害者の雇

用率が他の地域と比べても高いことから、ハ

ローワークが実施している求職者や事業者の

職業紹介及び求人受付、さらには雇用保険の

手続等については、これまで以上に地域に密

着する形で実施する必要性が高まってきてい

るものと考えております。国において決定さ

れた場合の見直しは、大変難しいものと考え

られますが、国の決定後において、雇用情勢

が一段と悪化していることから、今後も市議

会を初め、関係団体と連携を図り、統合の見

直しに向けた活動を行うと共に、仮に統合の

見直しが困難な場合においても、代替機能に

ついては、現在の出張所の機能と同じような

機能が維持されるよう、最大限努力してまい

りたいと考えております。 

次に、民間病院の可能性についてでありま

すが、市立病院については、この度策定した

市立美唄病院改革プランに基づいて、公立病

院としての役割を果たしていくことが必要で

あると考えております。 

また、改革プランでは、平成２５年度まで

に協議検討し、一定の結論が得られるよう進

めることとしておりますことから、今後の病

院経営の状況を見極めながら、庁内における

検討や市民の意見等を踏まえ、市立病院のあ

り方等について検討してまいりたいと考えて

おります。 

●議長林 国夫君 １６番、内馬場克康議員。 

●１６番内馬場克康議員 若干また、お聞き

いたします。 

 市政報告の医療過誤による損害賠償を求め

る請求事件の関係ですけれども、今盛んに市

立病院の改革に取り組んでいる最中でござい

ますから、このような訴訟事件が起きるとい

う事は、非常に残念なことでございますし、

市立病院のイメージ的にもプラス要件になら

ないものと、このように考えるところであり

ます。今後の対応につきましては、相手から

訴えられたという部分ですから、この点、市

立病院のイメージ、将来のことを考えながら

この点を十分考慮しながら対応していってい

ただきたいと考えますので、この点について

いかがかお伺いをいたします 

 それから、グループ制についてですけれど

も、全庁的に４月から導入という報道もあり

ました。 

そこで、私も役所にいた関係から言います

と、仕事の職場の内容によっては、必ずしも

グループ制が絶対のものとはちょっと考えに

くいところがあるんですよ。職場によっては

グループ制を適用して、応援体制を引きなが
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ら、皆さんで取り組んでいくということは非

常にいい場合もあるけれども、全てがそうい

う形になっていかないという部分があるので

はないかという気がするものですから、実施

に当たっては、その辺を十分に考えながら整

理をして取り組んでいくということが必要で

ないかという部分で改めてお聞きしますけれ

ども、それと４月全庁的にということは、も

うひと月ないわけですけれども、そういう完

全実施という形でそういう体制ができている

のか、そういう体制ができて走るとなれば、

私が前段今言ったようなグループが適正なの

か、適正でないのかという話にはならないの

で、その辺を含めてどのようになっているの

かお聞かせをいただきたい、このように思い

ます。 

それから、ハローワーク美唄の統合廃止に

ついてですけれども、美唄の場合、昭和３２、

３年当時、９万何ぼから始まりまして、人口

が減少してきまして、今基幹産業は農業とい

うのもございまして、人口も３万を割って、

２万７，０００何ぼですか、そういう中で、

年々国の機関と言いますか、国・道の機関が

１つずつ減らされていくという姿がまちにで

きるわけです。国や道の出先機関がなくなる

ということは、美唄市というまちが１つずつ

崩れていくというか、消えていくという形に

なりかねないという部分がありますので、こ

ういう部分からいけば、どんなことがあって

も私は今回のハローワークの美唄出張所につ

いては、死守すべきだという気持ちを持って

ございます。 

それで、去る４月のプレス空知の４日です

か、プレス空知の報道によりますと、道労働

局による、３月３１日付ハローワークの統廃

合については、美唄市として統廃合案を受け

ざるを得ないと判断したということをここに

きちっと書かれております。市では一応市の

雇用環境を考えると、白紙撤回を求めたいが、

閣議決定されたので、白紙撤回は厳しいとい

う状況だという判断だろうと思うんですが、

そこに書かれていることは、さらに統廃合は

受け入れ、その後の条件闘争に移行した方が

得策と話しているということで、公共施設に

相談室を置くとの報道がありました。それで、

今の段階で条件闘争に切りかえることが市民

のために得策という部分は、どういう得策が

あるのかなという気がいたします。 

私は、まだ１年もあるわけだから、閣議決

定されたと言いながらも、最後の最後までと

いう形でもって政治的解決、あるいは、あり

とあらゆる手段、人脈を使いながらこういう

雇用環境の厳しい時ですから、やはり守って

いくということが将来のまちづくりに必要で

はないかと、強い意思でやっていくというつ

もりで取り組んでほしいと、私は思うんです。 

そこで、前段言っています条件闘争に切り

かえた方が得策だという部分について、どう

いう得策があるのかその辺を一応お知らせい

ただきたいと思います。 

次に、民間病院としての可能性についてで

すけれども、今市立病院の自立ということで

頑張っておられますけれども、市立病院の再

建協議をされているときでございますから、

余計なことはちょっとまずいんですけれども、

労災病院との統廃合の話があった時点で、道

内あるいは道外の医療グループから、市立病

院の民営化について、市立病院を譲り受けて
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民営化ができないかというような話が市長と

してお聞きしていることがあるかないか。こ

の辺について、事実確認だけ、そういう話が

あったかどうかですね、お聞きしておきたい

と思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 内馬場議員の質問にお答

えします。 

 初めに、訴訟に関わる対応についてであり

ますが、私は、この度の訴えに関して、当市

の代理人として委任した弁護士や病院賠償任

意保険の取り扱い会社と連携を図りながら、

慎重に対処してまいりたいと考えております

が、先般策定した病院改革プランに沿って、

市民に信頼される病院となるよう、全力を挙

げて取り組んでまいります。 

 次に、グループ制についてでありますが、

業務内容に応じて、グループ制と係制を併用

している自治体もあると承知しており、導入

に当たっては部分的な導入もあり得るものと

考えております。 

 今後、さらに試行的な取り組みを進めるな

ど、十分な検証・検討を加えながら、具体的

な議論を進める必要があることから、本年４

月における全庁的な完全実施は考えていない

ところでございます。 

 ハローワーク美唄の統合についてでありま

すが、雇用情勢が悪化している中での統合計

画は影響が大きいことから、統合の見直しに

向けての活動は、引き続き行ってまいりたい

と考えておりますが、国の方針が変更されな

い場合も想定し、代替策の検討も合わせて行

わなければならないと考えているところでご

ざいます。 

 なお、条件闘争に切り替えることが市民に

とって得策という部分でございますけれども、

これにつきましては、従来と機能が同様なも

のが維持されるような方針を、話し合いが可

能であれば、その方が私どもは取るべきでは

ないかというふうに思っておりますけれども、

しかし、私どもの基本的な姿勢は、統合の見

直しに向けて、今後、活動していきたいと、

ただ、合わせて、国の方針がどうしても変更

されない場合も想定しながらこの代替策の検

討も行なわなければいけないと考えでござい

ますので、基本的には今後、統合の見直しに

向けての活動を、より積極的にやってきたい

と考えてございます。 

 次に、民間からの話についてでありますが、

民間からの市立病院対する譲渡等に関する正

式な話はこれまでのところございません。 

●議長林 国夫君 内馬場議員の本件に関す

る発言は、すでに３回に及びましたが、会議

規則第５６条但し書きの規定により、特に発

言を許します。 

 １６番、内馬場克康議員。 

●１６番内馬場克康議員 ハローワークの関

係について、私ちょっと思うのは、昨年１１

月に、そういう労働局からの話があって、極

端なことを言えば、１年しかないとも言える

けれども、逆に言えば１年あるという部分が

あるわけですよ、期間的には。その時に代替

案という話でもって、話をしていくというこ

とはちょっと交渉する立場としては違うので

ないかと、基本的に。僕は違うと思うんです

よ、やはり、どんなことがあってもこれは死

守するような形ぐらいで、やっぱり進んでい

って、とどのつまりは、どうもならんときは
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それは仕方ない、こういうこともあり得るけ

れども、去年の１１月に言われてまだ３月で

すよ。１年ある時点では、やっぱりそういう

強い意思というものを市民を挙げて持ってい

かなかったら、これはもうだめだと思います。 

 それと、今話にも出ましたけれども、市議

会としても決議しているわけですから、そう

いう面を踏まえながら、もうちょっと強い姿

勢を出して欲しいということがちょっとあり

ます。 

 それと合わせて報道関係にありました、つ

いでで申し訳ないんですけれども、公共施設

に相談室を置くという報道が出ているわけだ

から、誰かがこういう話をしなかったら、記

事にはならない話ですよ。大体、何回も言う

ようだけれども、去年の暮れに出た話で、今

盛んに反対しようという意識でいる最中に、

もう相談室を置くような報道が出てくるなん

てことは、とりようによっては大変申しわけ

ないけれど、交渉しているのか交渉していな

いのか、国にはどうやってもかなわないから

だめなのか、こういう気がするので、やはり

市長さんを先頭としてもう少し強い決意を示

してもらわなければ、これはならんと思いま

すので、一番最初に言いました、まちが滅び

てしまうと、こういうことがあるものですか

ら、もう一度この問題について市長の決意を

お聞きしておきたいと、このように思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 北海道労働局から、国が

閣議決定をされたという中で文書をいただい

たということで、私ども、本当にこれについ

て今後、対応に苦慮している部分でございま

すけれども、しかし、今回、いろんなアメリ

カの経済の破綻等から、さまざま雇用環境が

本当に大変厳しい状況になってございます。

このような現状を踏まえた中で、国が１回決

定したものを私ども見直しをしていただきた

いようなことを、これからも一段と要望を強

めてまいりたいと思っております。 

ただ、国の方、北海道労働局からいろんな

方法があるだろうと、その中で機能を補完す

る為に、公共施設に相談室を置くというよう

な話も一部ありましたけれども、これはあく

までも１つの案でございますので、これにつ

いて検討しているような状況ではございませ

ん。 

しかし、いずれにしても今の雇用情勢を考

えれば、国の閣議決定がされたものについて

も、これは当然見直しを強く求めていきたい

と、このように考えているところでございま

す。 

●議長林 国夫君 次に移ります。 

 ２番、森川明議員。 

●２番森川明議員（登壇） 平成２１年第１

回定例会に当たり、私は４点、市長、教育長

に質問をいたします。 

１点目は、市長の倫理についてです。先の

平成２０年第４回定例会において同僚議員か

ら市長の政治倫理条例の質問に対しまして、

先進地では市長及び教育長、副市長等の政治

倫理条例なるものがあるので、条例化に向け

て進めていきたい。さらに公の立場、公人と

いうことを常にしっかり自覚の上、慎重を期

し、公平・公正かつ誠実な市政運営に当たり

たいと答弁をされましたが、政治倫理条例の

進捗状況は、どのようになっているのか。こ

のことをお伺いをいたしたいと思います。 
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次に、ここにプレス空知平成２０年１１月

１２日の新聞切抜きがあります。バス横転４

人負傷。岩見沢市の市道、峰延に住んでいる

１６人乗車。９日午後９時２５分頃岩見沢市

栗沢町耕成の市道で美唄市内の乗客を乗せた

送迎バスが横転。４人が骨折などの怪我をし

た。乗っていたのは、峰延の美田民倶楽部の

メンバー１６人。南幌町内の二合半で開いた

峰延夏祭りの反省会と観楓会を兼ねた宴会の

帰りだった。午後９時過ぎに二合半を出発し

たという。岩見沢署によると、現場は幅が４

メートルの砂利道で水溜りを避けようと運転

手がハンドル操作を誤ったものと見ていると。

バスは、左側の斜面に落ち、約２メートル下

の田んぼに横転したと。乗客のうち１５人が

岩見沢市内の病院に搬送された。そのうち、

女性１人を含む４人が胸などを打ち、骨折や

内臓障害の疑いで入院していると。重症４人。

まさに大惨事です。私もテレビを見まして、

美唄住民がこのような大きな事故に当たった

被害者に対しまして、心からお見舞いを申し

ておりましたけれども、まさか、私の住んで

いる地元峰延の住民とは想像だにしていませ

んでした。お伺いしたいのは、この南幌町二

合半にて開催された峰延夏祭り反省会バス横

転事故に市長が乗車していた事実はあるので

すか。 

さらに事故後、直ちに負傷者たちを置き去

りにし、ハイヤーで早々と帰宅したのは本当

でしょうか。側聞では、早急に現場を立ち去

ったとしたら、参加に何か後ろめたさがあっ

たのではと話題になっております。その判断

の理由についてお伺いをいたします。 

栗山町議会のように一般質問を活性化させ

る為に、机とかイスが可動式になる。いわゆ

る対面方式。一問一答方式では美唄の議会は

ありませんので、答弁を聞いた上で、再質問

の場で再度、市長のお答えを聞きたいと思い

ます。 

２点目は、農業行政についてです。毎回必

ず農業関係について市長に質問をしてきまし

たが、今回は幅広く話題でひとつ質問をいた

します。 

市の新規農業の参入実績です。広く北海道

の現状を知りたく、社団法人北海道農業担い

手育成センターを訪問してきました。担当者

からいろいろ聞いてきました。担い手センタ

ーは、就農促進が大きな柱で、就農支援資金

の貸し付けを始め、研修や体験実習の紹介な

ど、就農を志す方の総合的支援を行っており

ます。ただ、本年４月から道農業開発公社と

合併し、国から無料職業紹介所の認可を受け、

個別の農業法人あっせんも行う方針で業務体

制が変わると申しておりました。就農相談は、

１９年度６４２人。これは対前年比８９．９％。

相談に応じ、北海道を始め、関東、近畿等全

国にわたり会社員、学生、フリーターと広範

囲に年齢も２０歳、３０代が合わせて７０％

を占め、就農支援資金も利用者が伸びまして、

３，０９９人になっております。これがセン

ターの概要でございます。そこで、センター

の下部組織。これが各市町村で１７５組織を

されていると。それぞれ活動の推進を図って

いるということですけど、美唄市の地域担い

手育成センターの果たしている機能、現状を

お知らせ願いたいと思います。営農センター

は農政部内にありますが、農政課、主幹ある

いは主査、だれが担当してるかちょっとわか
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りづらい面もございます。また、農業体験実

習マニュアルをはじめどのようになっている

のか。新規参入の実態、過去５年間をお知ら

せ願いたい。 

ここに空知管内のがございます。花農家募

集、月形であなたの花を咲かせませんかと。

農業始めるあなたバックアップと。三笠市で

す。岩見沢で農業をやってみませんかと。風

が見つけたまち滝川で農業を始めませんかと。

ちょっと風が見つけたなんてキザですけれど

も。ただ、どういうわけか訪ねていったとこ

に美唄市のパンフがなかったと。こういう実

態があるわけなんです。そこで、そのＰＲの

仕方、農業後継者数、どのように推移してい

るのか。過去、これも５年間の実績をお知ら

せを願いたいと思います。続きまして、減反

政策の関係についてです。米の消費減少に伴

う生産過剰を防ぐということで、１９７１年

に始まった生産調整。当時としては画期的な

ものでしたけれども、既に４０年にもなりま

す。その間、水田面積は減り続け、２００８

年の農水省調査では、道内の水稲作付面積は

４０年前よりも５６％、半分以上も減り、１

１万５，０００ヘクタールとなってしまいま

した。全国の農業従事者については、６割が

６５歳以上。後継者不足なので、耕作放棄地

は道外を中心に３８万ヘクタール。何とあの

埼玉県の面積に匹敵をしているわけです。高

齢者と若者の就農が伸びていない現状の中で、

もっと水田をフル活用に先程述べてきました

けれども、就農促進と辞職者の雇用、そして、

食料自給率の向上を図るべきであるとの観点

から、減反を抜本的に見直すべきであると農

水大臣をはじめ見直し論が事実上スタートを

切りました。政府はこの見直しなどの検討作

業に当たる農政改革担当相と、これは農水相

が就任しましたけれども、経済、財政、総務、

財務、経済産業の各大臣を交えた農政改革関

係閣僚会合で議論を始めていますし、並行し

て食料農業農村基本計画の見直しを食料農業

農村政策審議会で諮問しております。農水大

臣が生産調整見直しについて数字で検討する

が、それが行政の責任であると。米価などの

影響試算をした上で、来月の４月１ヵ月後で

すけれども公表するとしております。それに

よって農家や消費者の理解を促す狙いがある

とのことですが、果たして見直すべきなんで

しょうか。美唄の基幹作物と言える米、これ

が中心です。米は農政の根幹であり、昨年は

米価格に対しまして、販売農家の異例の緊急

対策を実施をし、２００８年産米で新たに１

０万ヘクタール作付けを減らし、監視を強め

る中から確実な生産調整の実施を促してきた。

このことは、記憶に新しいわけです。 

しかし、歴史ある減反政策をやれば、米価

の暴落を招くとの多くの意見があり、段階的

廃止論だとか、農家自身が減反をするかどう

かを決める選択制を強調する専門家もおりま

す。農水省調査では減反目標の達成者は、２

００７年で米農家の３割にもわたる７４万８，

０００人に及んでいると。これは未達成者で

す。もはや、減反は限界に来ていると言われ、

高い割合の減反を強いられている農家は、生

産者は、離農が相次ぎ２００７年の全国の水

田面積の耕作地を含めても減反開始前年から

３割減、２１０ヘクタールと。それは関東周

辺を中心に減反せずに独自の販売活路で米を

売る農家が増え続けている。いわゆる不公平
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感が広がっております。これ等は北海道にも

当てはまるのはあるわけなんです。現行の制

度では休耕しなくても補助金が出ますし、無

理に転作しなくてもよい考えが減反対策の機

能してる面まで取り上げられており、理由の

１つに世界の食糧不作の国があるのに日本は

減反しているという世界的な食糧危機の中で、

米の国際価格が高騰している現状では、限界

に来てると、こういうのも多いのも事実です。

私は意見として、減反を見直すべきという点

では直ちにすぐ廃止ではなく、もっと時間を

かけ、激変緩和をしつつ、米粉、飼料米など

の振興に努め、小麦や大豆に転作した農家に

は米並みの所得保障をする農家個別保障。つ

まり、生産費と販売価格との補てんを行うべ

きであると思っております。日本農業をどう

組み立て直すのか。米以外の食物、食糧どう

安定的に確保するのかが大きな課題です。市

長のこの減反見直し論に対する考え方をお伺

いをいたしたいと思います。 

３点目は、結婚対策です。過日、市政につ

いて実は熱心な市民の方が友人を連れて懇談

をする機会がありました。今年の町内会新年

会です。美唄市の中心街の町内会なんですけ

れども、市の財政とか、病院等の問題で議論

をされましたけれども、結論は何としても人

口を増やさなければならんということになっ

て、その策はあるのかどうか。人口増やす急

務としての策は企業誘致もままならんと。専

修大学も短大も市外者減だと。それも遠距離

通学者が多いとなってきてると。どうすべき

か、話の中で私も家には実は４０歳近くの独

身がいると。隣の人は娘は３０代だ。間もな

く４０近いけども、それも独身だと。さっぱ

りお嫁さんに行かないと。いや、うちも実は

そうだということで、非常に盛り上がったと

言うんです。市の結婚対策。これは、大きな

課題であるというふうに話をしておりました。

なぜ、力を入れて取り入れるのか。それは、

美唄市は独身者が多いからなんです。 

そこで過日、空知支庁地域政策課統計係に

出向きまして、データを見せていただきまし

た。ここにあるのがこのデータですけれども、

非常にこの分厚い中から、本当はパネルにし

てこえばよかったんですけれども、人口の男

女年齢未婚、配偶関係、世帯の構成、住居の

状況等を都道府県ごと、市町村ごと、ものす

ごい詳細に記入されてます。これも親切にコ

ピーを取って、説明をしていただきました。

例えば、１つの例ですけれども、３５歳から

３９歳までの見ますと、美唄市は他に比較し

た場合の独身者が多いと。１７年の国勢調査

がこれが一番最新だと言うんです。例えば、

北海道は未婚が男２８．６％、女性が２０．

９％。美唄はなんと男性は４０．１％、女性

は２２．７％。隣の岩見沢はどうか。これは、

あの北村と栗沢の合併をしてない前ですけど

も。男性は２９％だと。女性は２０．７％だ

と。しからば、滝川はどうかと。男性は３０％、

女性は１８．２％。したら農業同じ主幹とし

ている深川市はどうかと。男性は３３．１％、

女性は２３．４％。しからば、その人口の比

率で見ると留萌市はどうかと。男性は２７．

３％、女性は１６．７％ということで、これ

等は所得、家庭環境等でいろいろ結婚て難し

い理由があると思います。 

しかし、いろいろ調べてみるうちに、やは

り出会いの場が少ないと。これがどうも一番
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のようなんです。そこで、私は結婚に関する

現状の取り組み状況はどのようになっている

のか。年間の美唄市における、結婚した件数

は何件できたということで、この点もお伺い

をいたします。 

過去は市民部に結婚相談員制度というのが

あったようです。今はないとのことです。中

には結婚をしたくないと公言をする人もいま

すし、大半は結婚を待ち望んでいるんです。

先ほど言いましたように、機会が少ないんで

す。自治体としての対策の必要性を訴え、こ

れとはどの部になるのか、ちょっと。あるん

です、全部に関連してきますから。商工も農

政もどこの課も全部関連してくるんですけれ

ども。地域経営室に私は併任でもいいですか

ら、結婚対策担当というのを設置をし、農業

改良センター、商工会議所、連合、農民協、

農協、婦人会、母親クラブ、町内会代表等々

と広範に連携をしつつ、ふれあいツアー、出

会いの場作りのリーダーシップを市が取るべ

きと思っていますけれども、市長の考えをお

伺いをいたします。 

４点目は、教育問題について教育長にお伺

いいたします。全国体力テストについてです。

文科省が全国の小学校５年生と中学校２年生

すべての児童生徒を対象に実施をされ、道内

は小学校６６４校、参加率５０％。中学校４

１７校、参加率５７％。このテストを受けま

した。その結果、全国平均を北海道は下回り、

都道府県別では小学校５年が男子４５位、女

子３９位。中学校２年では、男子４３位、女

性４７位で福井、千葉、秋田が上位を占めて

おります。この体力テストは、学力テストの

後を追うように十分な議論もなく、導入され、

ゆとり教育の見直しを旗印に、行われただけ

に、本当に必要なのかと。どう結果を活かさ

れるとか、多くの議論があるわけです。勿論、

賛否両論もあります。北海道は下位の要因と

して、これはもう雪国ですし、過疎地帯が多

く、遠方よりのバス通学をしており、美唄市

も統合で、そういう統合の状況が進められま

したけれども、放課後に遊びたくとも時間が

なく、また、相手もいないと。そこで家の中

でテレビ視聴時間が多くなったり、運動不足

等の肥満が出てきたと。そういう傾向に拍車

をかけていると。こういう状況下で、日々の

食生活や部活動等の慣習が体力と密接な関係

があるのです。学力テストと同様に福井、秋

田、これが上位を占めましたけれども、平均

値に追いつけ追い越せと、教育委員会はこの

運動を強めるなど、一喜一憂してる。その必

要はないと私は思っております。学力テスト

同様にこの体力テストも詳細な結果公表を禁

じているんです。ところが、情報公開があら

ゆる面で求められている時代に、よらしむべ

き、しらしむべからず。と言うこのテストそ

のもの無理があり、公表するなと言ってもと

ても無理な面があるのです。大阪のあの橋本

知事は学力テストをそして、この体力テスト

を共に、全国平均を下回った訳で、公表をす

べきだと騒ぎ立てておりますし、マスコミも

飛びつき、それを追従する形で自治体、教育

委員会が出てくる。まあ、あの人は混乱の火

種を提供するのが得意のような人ですけれど

も。学力テストについては実は私２回に亘っ

て平成２０年第３回定例会、平成２０年第４

回定例会に質問をし、問題点を根強くあるわ

けですけれども。指摘をしてきたんですけれ
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ども。秋田県知事が県教育委員会の反対を押

し切って市町村ごとの正答率を公表した件、

藤里町は学力テストには不参加の教育委員全

委員の一致を見まして、決めたようです。愛

知県の犬山市は２年連続にわたって参加をし

ていません。ですから、２例目です。地図で

調べてみましたら、藤里町というのは青森の

境界でありまして、白神山地のふもとで町に

は小学校が１校、中学校が１校しか無いって

言うんですよ。町教育委員会の公表したが、

即その学校の公表になってしまうと言うこと

なんです。全国にはこのように合併によって

町村で１校、小学校１校、中学校１校。これ

が数多くあるわけですから、たまったもんじ

ゃないですよ。体力テストも結局は同じなん

です。何よりも学力テストを２回で１２０億

です。体力テスト１回で１億８，０００万。

文科省は湯水のごとく金を使いました。これ

だけの費用があれば、教員を増やすとか、学

校施設の充実に充てると。当然、充てるべき

ではないかと思うんです。 

また、全数調査から、抽出調査に移行をし

て、毎年行う必要はないと思うんですけれど

も、教育長、この点についてはどう感じてお

りますか。ちまた聞こえる声として、学力の

劣る児童生徒が、体力の劣る児童生徒がテス

ト当日には、欠席させるという成績を上げる

手段として必然的にそういう案もの可能性も

あるという事も一部ではうたっているのを耳

にした経過がございます。可能性はあります

よこれ。名誉にかけたら。おい、お前明日休

めよということみたいなことだと思うんです

が。ですから、そういうのにこだわるのであ

れば、文科省は６歳から７９歳までを対象に、

これは抽出方法です。毎年実施をしている体

力運動能力に関する全国調査。これは十分と

北海道新聞の社説に掲載がされていました。

全く同感です。 

教育長、この体力テストに関し、美唄市の

小学校中学校における参加率、教育長として

の考え方をお伺いいたします。 

実は２月５日の北海道新聞に、掲載されて

いました。教育委員会に対する、教員は不満

を持っている、満足していないが、７０％以

上になっていると。この結果ですよ。これは、

民間の臨床教育研究所の教員意識調査で分か

った事で、教育委員会の現場の願いや実態を

把握していないが、何と７７％になって、最

多になったということです。調査は道内を含

む全国４９市町村で行われ、７８２人の回答。

美唄市の教員には恐らく該当はなかったと思

われます。教育委員会に対して、満足してい

るが、わずか１８％しかなかったと。その理

由として、調査報告の要求のし過ぎが６４％。

現場の声を余り聞かない。これが５３％。指

令、命令的文書が、そういう態度が目立つが

５５％。教育委員会にどう変わってほしいか

と言う、これに対しては教職員の声を聞く。

子供の声を聞く。教職員が教育委員会を評価

できるようにすると意見が述べられておりま

すし、びっくりしたのは、あの大分県の教育

委員会の例の教員採用汚職事件。このような

問題が他の地域にもあるが、実に８５％答え

ていたということです。あの大分事件の本質

は、上意下達の権力構造が６８％。馴れ合い

人事が６３％。教育委員会の閉鎖性が６０％。

集中して教育行政のいら立ちが調査の中であ

らわれております。もっと教員をしっかりサ



-  - 65

ポートしてほしいと。このことが教育がうま

くいく機能していない。うまくいってないあ

らわれと分析をしております。 

教育長、平成２１年度の教育行政執行方針

で常日頃から教職員の資質能力の向上を図る

ことが必要だと。校内研修の事実や学校職員

評価制度の活用を通して個々の教職員の意欲

を高めると。各種研修会にも積極的な参加を

訴えていましたよ。評価制度の活用研修の強

化では、教育委員会に対するこの調査結果も

あるように、教員と教育委員会との乖離は是

正されません。教職員の声をまず聞く。この

ことが大切で、教育長は直接携わったわけで

はないんですけれども、この調査結果につい

て、お互い信頼関係が急務ですので、感想と

対応策を聞かしていただきたい。このように

思います。以上でございます。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 森川議員の質問

にお答えいたします。 

 初めに、市長の倫理について。政治倫理条

例の制定に向けた取り組みでありますが、他

の自治体の市長等倫理条例を見ると、市長は

市民全体の奉仕者としてその品位と名誉を損

なう恐れのある行為を慎むことや、権限又は

地位のもたらす影響力を私的な目的のために

行使しないことなどの遵守すべき倫理基準や

倫理基準に違反の疑いのある場合の調査請求

権、審査会の開催、さらには審査結果の取扱

いなどについて規定しているところが多いと

承知しております。 

本市においては、平成１９年３月に制定し

た美唄市まちづくり基本条例において、まち

づくりの理念と基本原則、市議会や執行機関

の権限と責務、市政運営の原則など、まちづ

くり全般に関するあり方を網羅して定めてお

り、この条例の第１７条及び第１８条の規定

では、公平公正かつ誠実に、市長として市政

執行に当たる旨の規定を盛り込んでおり、自

主的には倫理条例の一部に相当するものと理

解しているところであります。 

このようなことから、既存の条例の活用も

含め、条例の形式などについて現在検討を進

めているところであり、できるだけ早い時期

に方針を明らかにし、条例化の作業を進めて

まいりたいと考えております。 

次に、バス横転事故についてでありますが、

昨年１１月９日南幌町二合半のホテルにおい

て開催された、ふるさと峰延夏祭り実行委員

会の参加団体の反省会に招待され出席いたし

ました。その反省会の帰路の途中でバスが横

転するという事故に遭ったものであります。 

次に、事故後の対応についてでありますが、

バスが横転し、運転士を含め乗車した１８名

の安否をお互いに確認したところ、２名の方

が怪我をされておりました。関係者の方から

怪我をした方々のために救急車を手配したの

で、怪我のない方は順次手当てをして、帰る

こととする旨の話がありました。その後、現

場に居合わせた乗用車を手配してくれたので、

その車に乗車し、途中からタクシーで帰宅し

たものであります。 

次に、反省会の参加などについてでありま

すが、今回の反省会に限らず、市民との連携、

協働を図り、今後のまちづくりに資すると考

えられる会合には、都合のつく限り、極力出

席するよう努めているところであります。今

回も地域づくりに熱心に取り組んでいる方々
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の反省会とお聞きしていた事から、今後のま

ちづくりへの協力関係を確かなものとする上

で重要と考え、個人の立場で参加したもので

あります。反省会の帰路には大変残念なこと

でありますが、バスが横転するという事故に

遭ったものであり、怪我をした方々のための

救急車を手配したので、怪我のない方は、順

次帰ることとする旨の話が関係者からありま

したので、帰宅したものであります。翌日、

怪我をされた方々の状態が心配で確認したと

ころ、検査を含め４名の方々が入院されてい

る事実を知り、早速お見舞いに伺った次第で

あります。 

今となってみれば、結果として数人が怪我

をしていたことを勘案すると、救急車や警察

が現場に到着して、対応を見届けてから帰る

べきであったと思っており、おわびし、陳謝

いたします。 

私としては、今後このような事態に当たっ

ては、市民の生命、身体財産をしっかりと守

っていくことについて十分留意し、これまで

以上に対応に万全を期してまいりたいと考え

ております。 

次に、農業行政について、地域担い手育成

センターについてでありますが、本市におき

ましては、農政課に地域担い手育成センター

を設置しており、財団法人北海道農業担い手

育成センターと連携し、新規就農希望者の研

修及び就農に関する相談業務の他、研修受入

れ農家や住居の紹介、各種支援資金の申請等

の業務を担っております。 

次に、就農支援等のＰＲの状況についてで

ありますが、本市におきましては、平成１８

年度から全国農業会議所や、北海道農業担い

手育成センター等が主催する新農業フェアに

参加し、本市農業の概要説明を始め、特産物、

観光などのパンフレットを展示し、農業以外

からの新規農業者確保に向けたＰＲを行って

おります。この農業人フェアは、道内外から

農業への転職、就職を考えている方や、興味

を抱いている方が来場し、参加している市町

村や農業法人と面談をするもので、平成２０

年度では７４団体が参加し、約７００人が来

場しております。 

なお、平成１９年度にこの農業人フェアに

来場された方が現在本市で就農に向けて、研

修しており、今後もこうした機会を通じて、

新規就農者確保に向けたＰＲに努めてまいり

たいと考えております。 

次に、新規参入の実績についてであります

が、過去５年間における農業以外からの新規

参入者は、平成１６年度の１名となっており、

野菜農家として営農されております。 

次に、農業後継者の推移についてでありま

すが、過去５年間に就農した新規学卒者は、

平成１５年度５名、１６年度１名、１８年度

４名、１９年度６名の計１６名となっており

ます。Ｕターンによる就農につきましては、

１５年度３名、１６年度１名、１７年度７名、

１８年度３名、１９年度５名の計１９名とな

っております。 

次に、生産調整の見直しについてでありま

すが、生産調整は、米価の安定と水田を活用

した作物の産地作りを推進するための政策で

あり、稲作を主体とした本市にとりましては、

農業所得を確保する上で重要なものと認識し

ておりますので、今後、国の動きを注意して

いかなければならないものと考えております。 
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次に、結婚対策について。年間結婚数につ

いてでありますが、戸籍事務における婚姻届

の件数でお答えさせていただきますと、平成

１７年度４０９件、１８年度３７２件、１９

年度３２９件となっております。市の結婚対

策といたしましては、昭和４５年度から結婚

相談員を置き、相談業務を実施してまいりま

したが、相談件数の減少や岩見沢市、滝川市

などにおける民間の結婚相談所の開設などの

背景があり、平成１６年度をもって相談業務

を終了したところであります。結婚対策の必

要性についてでありますが、現在我が国の少

子化の要因の１つとして未婚率の上昇が挙げ

られております。北海道における未婚率は、

平成１７年の国勢調査では男性２９．１％、

女性２２．７％となっており、全国では男性

３１．４％、女性２３．２％となっておりま

す。未婚率上昇の背景としては、結婚観や価

値観など、個人の意識の変化とともに女性の

高学歴化、女性就業者の増加と合わせて、子

育てに対する負担感や仕事と子育てを両立す

ることの負担感の増大などが指摘されており

ます。 

また、近年いわゆるワーキングプアと言わ

れる方々が、結婚したくてもできないという

状況にあることも報道等で取り上げていると

ころであります。このような傾向は、地域の

活力低下につながることが懸念されるところ

であり、本市におきましても、御指摘のよう

に未婚率が高まっておりますので、女性にと

っても男性にとっても希望に満ちた社会とす

るため、今後必要と考えられる対策について、

人、市とのかかわりを含め、引き続きさまざ

まな面から研究させていただきたいと考えて

おります。 

次に、結婚対策に関する市の役割について

でありますが、結婚を希望していても結婚を

妨げる要因があるとすれば、これを取り除く

ことが個人にとって望ましいとともに、社会

にとっても望ましいことであると考えており、

また男女共同参画の視点から男女を問わず、

個人の生き方の多様性を尊重することも必要

であると考えております。 

現在、民間において結婚相手の紹介や出会

いの場の提供などが活発に行われていること

から、こうした動きに十分留意しながら、市

として果たすべき役割に関し、研究してまい

りたいと考えております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長板東知文君（登壇） 森川議員のご

質問にお答えします。 

初めに、全国体力運動能力運動習慣等調査

の参加状況についてでありますが、本年度に

おいては、文部科学省といたしまして、国会

の予算主義の観点から調査の通知が各学校の

平成２０年度教育課程の編成が既に終わって

いる時期の平成１９年度末だった事から、全

数調査を基本としながらも、調査への参加は、

各学校の判断に任せることとしたところでご

ざいます。 

このようなことから、教育委員会といたし

ましても、各学校の判断を尊重した結果、参

加状況につきましては、中学校１校となった

ところでございます。 

次に、全国学力学習状況調査と全国体力運

動能力運動習慣等調査の効果についてであり

ますが、北海道教育委員会が分析、考察を行

った全国学力学習状況調査の結果から、学力
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に課題があることが明らかになったほか、学

習習慣や生活習慣などに課題が見られ、これ

まで以上に確かな学力や豊かな心など、子供

たちの生きる力を育んでいくことが求められ

ております。 

このため、各小中学校ではそれを踏まえ、

自校の学習指導に関して、学校改善プランを

作成し、児童生徒の学力向上などに向けて取

り組みを進めております。 

また、全国体力運動能力運動習慣等調査に

ついては、北海道教育委員会が、全道的な状

況をまとめ、その内容の分析、考察作業が進

められているところであり、分析結果を踏ま

え、指導改善に努めていくこととしておりま

す。このように、各学校が各児童生徒の学力

や学習状況を把握し、児童生徒への教育指導

や学習状況の改善等に役立てるものと考えて

おります。 

次に、全数調査の必要性についてでありま

すが、各学校においては、国や道レベルの調

査結果を踏まえ、自校の児童生徒の結果を分

析、考察して指導改善を行っているほか、各

児童生徒に対し、自身の学力や体力、運動能

力を把握し、改善に役立てることができるよ

う、結果の個人データを配布してるところで

ございます。このように、調査結果が各学校

に還元され、児童生徒への教育指導や学習状

況の改善等に活用されることから、全数調査

については必要であると考えているところで

ございます。 

最後に教員意識調査の結果についてであり

ますが、教育委員会に対する非常に厳しい調

査結果であると受け止めております。学校教

育というものは、根本的に教師と児童生徒の

信頼関係において成り立ち、またそれを生み

出すのは教師相互の信頼関係であると考えて

おります。このことは、学校と教育委員会と

の関係においても同様であると考えていると

ころでございます。 

私としましては、今後とも教育現場の実態

把握に努めるとともに、校長会議や学校訪問

等あらゆる機会をとらえて、より一層教職員

との信頼関係の構築に努めていくことが大切

であると考えているところでございます。 

●議長林 国夫君 ２番、森川明議員。 

●２番森川明議員 それぞれ答弁をいただき

ました。自席から再質問をいたします。 

１点目の倫理規定につきましては、現在進

められているということです。これは、早急

に対応してください。できるだけ早くという

ことですけれども、これは、目処はいつごろ

においてるんですか。 

それと、南幌町の二合半の峰延夏祭り反省

会バス事故に市長が乗車をしていた事実。そ

れと事故後、直ちにハイヤー等で帰ったとの

答弁により確認をいたしました。参加をし、

帰ったことに対する後ろめたさ。私はものす

ごく引っかかるところがあるのですが、問題

はないと言っていますけれども、どうもその

辺しっくりいかないというふうに思います。

ふるさと峰延夏祭りというのは、毎年８月１

４日に前夜祭、１５日に本祭が開催をされ、

かなりの伝統があります。実行委員会を持っ

て運営し、後援には美唄市、美唄市教育委員

会等がなっております。ここにプログラムが

あるのですけれども、これだけの寄付行為を

していると。さらにこの中で模擬店ていうの

がございます。ビール、焼き鳥、焼きそば、
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おでん、とりめし、手打ちそば等々と。すご

いですよこれ。かき氷、ハスカップアイス、

ハスカップクッキーなど盛りだくさん。実は

かなりこれは盛況なんです。一昨年は８月３

１日に反省会がありまして、これは峰延会館

であったわけですけれども。私も出席をいた

しましたけれども、昨年はありませんでした。

その代わりですか。ちょっとわかりませんけ

れども。美田民倶楽部という会が模擬店を中

心に執り行った、取り扱った会ですけれども。

南幌町の二合半で開催となったのかもしれま

せん。市長、人の噂も７５日。世の取り沙汰

も７５日。ことわざがあります。この事故の

後、地元をはじめ多くの方が私の家に来まし

て、さらに電話、投書が来ました。内容は市

長と１市議が行動をともにしていると。議会

で取り上げてほしいというものでした。さら

に、同僚議員に対しても電話等があったそう

です。地域の人は、異口同音に行動そのもの

に疑問を投げかけているんです。私もその１

人です。この件、事故が起きなかったら、全

く明るみに出るもんではございません。市長、

信頼感がベースでなければ、不信感につなが

るんです。すぐ帰ってしまったことが、これ

は問題なんですよ。そうでしょう。１５人の

怪我、３人の方が重症おって、２人は骨折。

内臓損傷の方もおると。ま、パニック状態で

あったと。それが岩見沢の病院に搬送され、

家族も駆けつけてくると。混乱状況のもとで

姿を消していたと。道義的責任は社会通念上

これは許されるものでないと思ってますよ。

今まだ入院してる方もいるんです。その方は

地域の数々活躍されている指導者ですけれど

も。農作業が気にしつつ治療に励んでいると。

既に４カ月もたっていると。実は骨折し、負

傷のお母さんが市長と１市議の行動には全く

理解できないとかんかんに怒って私のところ

に接しました。当時の状況を説明から聞き、

取り上げてもらわんと困ると。これはもう声

を大にして言っていたんですよ。私は当日の

行動について早速岩見沢警察署に出向きまし

て、交通課事故係の担当官から詳しく状況を

聞きました。何しろ警察が駆けつけた時には、

市長等の姿が無く、後ほど同乗してたという

ことを耳にしたと言っておりました。行動に

は理解ができない様子でした。バスの中も午

後９時過ぎですから大変盛り上がっていたの

ではないですか。なぜ、南幌の二合半で反省

会、観楓会が行われたのか。美唄には適当な

会場がないと、そういうことかもしれません。

繰り返しになりますけれども、多くの被害者

の対応に追われている市民や救護班、救護者、

現場からやっぱり帰るという行為は、市長何

としても市長等の立場からして、最後まで見

守って、それが当然の行いではないでしょう

か。市長の倫理観なんですよ。どうなってる

のかということです。被害者、また家族が実

はこの点につきまして、検察庁にも書類等が

回されてるっちゅうことですから、アポイン

トしてみました。検察庁の言い分としては、

被害者、また家族この方々から加害者の動向

と内容云々を聞くのであれば、知らせるけれ

ども、第三者からいきなり教えてほしいちゅ

っても、これは出来ないと。ま、対応は当然

だと思いますけれども。そう語っておりまし

た。市長は大変多忙な身であるわけですから、

恐らく次の日程もあり急いだのかと、午後１

０時ですから、２時間ぐらいで次の日になる
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日程ですが、急いで帰ったの、どういうのが

原因かなっちゅうことで、市長の日程等も調

べてみましたけれども、実は３日後の１０月

１２日には、財政再建化計画等で市民説明会

が南美唄福祉会館と落合生活館で開催されて

います。 

しかし、状況からそんなに３日後ですから

ね。急いで帰る必要性はなかったんでないか

というふうに思っているわけなんですよ。ど

うも答弁では、ま、立場を正当化しようとい

う面も垣間見られるわけですけれども、この

点については、謙虚さが必要です。ま、お詫

びと陳謝をしましたけれども、当日の行動に

ついてもう一度お伺いしますので、答弁をお

伺いをいたしたいと思います。 

２点目は、市の農業行政の中で農業参入の

実績を知ることができました。１件、ちょっ

と驚きです。しかし、今日の経済状況下では

農林水産省は就業が全国に非常に急増してる

と発表しました。最近、３カ月の新規就業者

は全国で６８５、北海道は７と雇用情勢が悪

化する中で、失業者、転業者が就業するケー

スがかなりペースとなっている。そういうよ

うです。過日、２月の２８日に浪花娘が２人

就農という記事が北海道新聞で拝見いたしま

した。元コンピュータープログラマーの女性

２人です。野菜栽培をすると。美と出ており

ましたから、美唄にかなと思ったら、美幌町

でした。しかし、これはもう明るいニュース

でないかと思うわけです。このところ農業に

関する書店に行っても図書がすごい、この一

言なんです。脱サラ、農業が日本を救うとか、

週２日だけで働いて農業で１，０００万稼ぐ

方法。私も積まれて農で起業すると。脱サラ

農業の勧めというこの本は大変売れていると

いうことで、まあ、あの買って読んでみまし

たけれども。なかなかそんな甘いものではな

いなと思いつつ、意欲を持ってアイデアを出

し合い、経験なくしても成功した例で、これ

は努力次第と思います。いろいろ就農等の立

地条件もありますけれども、農業参入につい

てさらに市も力を入れてください。 

また、広範囲に就農ＰＲ、これも必要です。

農業人フェアの成果も見られるとのことです

けれども、新規就農者確保に向けてのＰＲ文、

これは、十分検討の上に取り扱いを進めてい

ただきたいと思います。農業後継者は、新規

学卒者が平成１５年から１９年まで１６名と。

Ｕターンが平成１５年から１９年まで１９名。

後継者難の中では一定の成果が上がっている

と判断をしています。美唄農業を守ると。さ

らにその働きかけを強め、環境作りが必要と

なっているわけです。減反の件ですけれども、

申しましたように、１９７０年から４０年の

経過です。歴史があります。この減反政策そ

のものが小麦や大豆という主要作物の自給率

向上に果たしてきた役割。これは大変大きな

ものでセットの交付金制度が転作を支えてい

るのです。心配する所得ですけれども、高齢

者、後継者難の現在、このままでは先ほど答

弁よりました担い手育成苦しい状況のもとで

減反廃止ではなく、農家の所得を増やす為の

必要性をそれによって、転作によっては段階

的にいろいろ考えていくとか、飼料用米や加

工用米の症例の推進が必要でしょう。生産調

整の不公平感が生じないように、みんなで決

めたこと、みんなで守ると。ごね得にならな

いようなそういう生産者がないようにすべき
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です。 

市長は生産調整見直しについては、ちょっ

と答弁のとき声が小さいので、はっきり聞こ

えなかった要素があるんですけども、確か必

要な制度であるというふうに言っておられま

したが、そういう具合に理解してもいいんで

すか。国の動きを注視すると答えておりまし

た。市の現状を認識しつつ、機会あるごとに

市長の考え等を意見反映をしていただきたい

と思います。 

３点目の、結婚対策についてです。答弁を

お聞きいたしまして、率直に思うのは、なか

なかこれは前向きにとらえづらいなあという

感がいたしました。ここに南空知の各市町村

で発行している広報紙です。これ３月号です

けど。僕必ず貰ってきてるんです。いろいろ

参考になりますから。この広報紙の中で長沼、

栗山、月形が毎月ご結婚おめでとうっちゅう

欄で、それぞれ紹介欄があるわけです。非常

に少ないですね。月に多くて５件、少なくて

１、３件ですか。少子化ですからやむを得な

いのかなと思っておりますけれども、市の年

間の結婚数も年々減少してるということです。

１９年度３２９件で、月平均しますと２７．

４件。これただし美唄市の場合は、恐らくこ

れ数多いなと思ったんですが。美唄市以外に

住んでいる人が美唄に戸籍をもってる人も含

まさってるんでないかと。そういう具合に理

解したんですけれども。 

いずれにいたしましても、結婚観や価値観

など、結婚にたいしては様々な要求要素があ

るわけです。結婚の難しさというのは本当に

浮き彫りになってるなと肌で感じ取りました。

私は昭和１９年の第３回定例会において、農

村の花嫁対策について全国全道の自治体で取

り組んでいる実例を踏まえながら、花嫁対策

を美唄市として力を入れるべきでないかとい

うことで質問してきましたけれども、回答は

極めて短い。一言。北海道農業担い手センタ

ーにゆだねてるということの回答でがっかり

した経験があるんです。 

結婚問題を捉える以上どういう点が難しい

のかなということで、実は何かそのひとつぱ

ちっとした決め手になるの書いてある本がな

いかなということで、図書館に行っても調べ

ました。蔵書のタイトルを見たら、思わず笑

いが出てきたということですよ。「結婚が怖

い」「若い女性のひとり暮らしの勧め」「大独

身」「私が結婚しない理由」「私は独身」「未婚

化社会の親子関係」「非婚の勧め」ですか。結

婚の勧めではないんですよ。「非婚の勧め」「結

婚しません」「結婚したくない症候群」等々、

あるわあるわ。隣の書架にはですねえ今度離

婚の欄があるんですよ。「離婚の仕方を教えま

す」と。「離婚女性成功物語」「私が離婚をし

た理由はこうだ」と「離婚の講座」「幸せな離

婚」等々並んでいると。結婚というのはあく

までも本人次第ですけれども、このタイトル

を見ただけでも結婚に躊躇してしまう。これ

は無理もないかなと。結婚しなくともいいん

だと。一生独身でいいんだと。そして、結婚

したらこのような隣の書架に並んでいる離婚

のタイトルのような状況になるんでないかな

という可能性も秘めて、いわゆるその結婚の

価値観について書いてありましたけれども、

これは現実的には本の内容ですから、違うと

思います。 

今年の新人の成人のアンケート。これはオ
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ーネットいう会社の集約では、結婚への意欲

は８０％したいと答えていると。今年の成人

ですよ。しかし、今の経済不安、派遣切り等

の社会状況の中では、先延ばしするというの

が６６％にもなっていたと言うことなんです。

ここにグリーンパートナー対策活動記録北海

道農業担い手育成センターの発行の分厚い冊

子があります。いわゆる農業に限ってであり

ますけれども、未婚農業後継者の状況、結婚

した農業後継者の状況、細かく分析をされて

おりますし、個人情報の保護によりこのよう

な調査の継続というのは年々難しい状況にも

あると担当者は申しておりました。結婚相談

員集団交流会の出会いの成果も掲載されてい

ます。 

また、美幌町、更別村の地域の活動状況も

載っております。要約しますと、いかに出会

いの機会をつくるかというその大切さです。

その必要性を読み取りました。ふれあいツア

ーも１２回を数えてると、そういう実績があ

ると。平成１９年は沖縄旅行をし、今年も２

月の２１、２２日、２日にかけて実施をした

と。こういうその機会があるということを知

らない未婚の方が多いんではないですか。実

施要領がありますので、ぜひ今後広報メロデ

ィ等によりＰＲをしながら、美唄の未婚の方

が参加をしてみたいと言う呼びかけが恐らく

あると思いますから、そういう呼びかけも必

要なんです。市の結婚対策難しい面を克服し

まして、自治体が主体的に音頭をとり、対策

を講じる。その成果を全道全国に発信すると。

恐らくそうなってくると各市町村からも問い

合わせが来るでしょう。しかし、答弁の中で

はさまざまな面から研究をさせていただくと。

研究ということを使っておりました。何より

も結果が肝心なんです。ひとつこの対策につ

いては、市がリーダーシップをとるという事

で、実践に向けて、働きかけを強めてくださ

い。 

４点目は、教育長の答弁です。 

体力テストについては、本年度は事情があ

って１校だったという事で、本年度は止むを

得ないけれども、毎年はやらざるを得ないと

いう、そういうお答えでした。私はあくまで

も必要ないというその辺がこうかみ合わない

わけですけれども。もしやるとしたら抽出方

法でいいんではないかということも言ってき

ておりましたけども、これも全数調査が必要

だということでかみ合いません。１億８，０

００万の金を使ってるんですよ。教育長、先

ほども言いましたように、文科省のこの予算、

費用、これをもっと違った面で利活用、活用

なんぼでもできるんですよ。そういう方向に

向けてほしいというのが要求なんです。北海

道は朝飯をいわゆる朝食を食べないとか、毎

日取らないとか、あるいはテレビを見ての時

間が多すぎる等の関係が出ておりますけれど

も、そういう指導というのは、あくまでも学

校、家庭での連携教育で克服すべきです。 

この間、教育長、実は講演を聞く機会があ

りました。講師は教育問題についてはこども

はこども自身のために教育をされなければな

らない。このことが見過ごされているなら教

育の本義はその瞬間に滅びるならず。それは

かえって有害になると。これ有島武朗の言葉

ですけれども、その言葉を引用しておりまし

た。さらに学校には自由がなくなってきてる

と。教員は追い詰められ、生徒は先生の顔色
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を伺う。年中腹背。難しい言葉ですね。年中

腹背の態度を身につける状況で、教育は職業

に教員は職業に誇りを持たなくなってきてる

と。生徒は自己肯定観を持てなくなると。つ

まりアイデンティティーを創出をしてるとい

う。教育は教職員、父母の共同作業で自由に

その意見を交わし、創造的に行うものだと。

校長は組織のリーダー、同僚であると。上司

と部下との関係ではないと。子供もできるだ

け意見を言い、参加する場の保障すべきであ

るということで、結論を結んでおりました。

今回の体力テストの結果、全国的に多くの論

議があります。生活の中の運動の慣習させる

ことが必要だ。体力テスト、学力テストは後

を追うような議論もあまり導入されたら困る

というそういう意見も非常に多くあると。こ

ういう実態の中でどう感じますか。民間のア

ンケートの結果を敢えて教育長にお聞きをし

ましたけれども。不満が７０％以上。これは

教育委員会と教員との関係ですね。おそらく

テストそのものの段階は、都道府県の教育委

員会段階だったかもしれませんね。それわか

らないんですけれども。ちょっとその辺が、

私はわかりません。あるいは末端までの先生

に降りていたのかもしれませんが、教育委員

会と聞いてるのは、都道府県の教育委員会で

市町村の教育委員会のことではないかもしれ

ません。その辺ちょっとわかりません。いず

れにいたしましても、教育長は非常に厳しい

結果ということを申しておりました。非常に

厳しい結果として受けとめると。何よりも信

頼関係を構築すると、この努力が必要なんで

す。学力テスト、体力テストは全数調査、何

度も言いますけど必要ないと。あくまでも私

はこだわっておりますけれども、こだわりを

見せておりますけれども、お答えをいただき

ましたけれども、教育問題について再度付け

加える言葉お願いをいたしたい。このように

思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問にお答え

します。 

１点目の倫理条例につきましては、既存の

条例の活用も含め、条例形式のあり方につい

て検討し、制定の方針を明らかにし、平成２

１年度中には条例を制定してまいりたいと考

えているとこでございます。 

２点目の、事故後の対応についてでござい

ますけども、私は先ほど申し上げたとおりで

ございますが、今ほどですね、森川議員から

さまざまな御指摘をいただきました。市民の

信託にこたえ、まちづくりを進める立場に私

としましては、市民の生命、身体もとより、

安全な暮らしを守ることは最も基本的な責務

と考えておりまして、公人としての自覚を常

に堅持し、市民の暮らしの安全確保に向けて

最善を尽くしてまいる決意でございます。 

３点目の、生産調整の見直しについてであ

りますが、生産調整は、米の安定供給や農業

所得の確保に重要な役割になっておりまして、

今後とも、必要な制度であると考えておりま

すので、国の動向を見ながら、本市農業の維

持発展を図る観点から、必要な要望、要請を

国等に行ってまいりたいと考えてございます。 

４点目の、結婚相談等のことでございます

けれども、今回の資料をご提示願った中で、

美唄市の未婚者が４０．１ということで、他

市よりも本当に高い数字だと。この事に私も
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正直言って驚いているところでございます。

この当たりは、これから市の施策としてしっ

かり対応していかなきゃいけないなと。 

ただ、今ほど言いましたような形で、民間

の部分もありますし、市がどこまで出来るか

と、このあたりの部分もありますけども、こ

れについては、私としては、早急な対策をど

ういう形で出来るかを検討さしていただきた

いなと思っております。 

いずれにしても、特に農村の関係で花嫁が

いないと言う中で、これから農業を支える担

い手が、そういう状態だとこれから支障がご

ざいますんで、できるだけこのあたりの対策

を美唄市としても出来るような形をとりたい。 

なお、私、農業担い手センターの理事もや

っている関係もありますので、この辺りの事

業もメロディー等でしっかり紹介しながら、

このあたりの呼びかけも行っていきたいと、

このように考えてるところでございます。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長板東知文君 森川議員のご質問にお

答えいたします。 

私としましては今後とも、学校現場と言い

ますか、教育現場、こういったものの実態把

握に努めるとともに、あらゆる機会を通じて

やはり、教職員を始めとした学校との連携を

十分に図ってまいりたい。さらには、関係す

る地域、地域との連携を十分図りながら、教

育現場、学校現場の課題解決と改善に向けて

努力して参りたいと言うふうに考えておりま

す。 

●議長林 国夫君 ２番、森川明議員。 

●２番森川明議員 市長、あの私も市議にな

って、間もなく２年を過ぎようとします。い

わゆる折り返し地点に来ております。感じま

すのは、小泉の三位一体改革で、４年間で１

１億も財政が減らされてと。病院を始め、財

政再建に向けて、市長等の賃金カット、職員

の賃金カット、また、議員費のカット等々と

苦渋の選択をしてまいりました。市民の目は

市長はどうかじ取りするのか。公人である市

長に対し、常に行動や言動に注意をしている

わけです。勿論市会議員も同じですよ。自ら

ここんところは戒めているところなんですが、

私は市長の行動力は長所と見ていました。表

現しますと、ブルドーザーのように前に進む。

共鳴するところがありました。 

しかし、行動力のみではだめです。判断力

が伴わなかったら。これが今回の事件の、そ

う事件ちゅったら表現的にはどうですか。今

回の件だと思っております。身につまされる

思いでしょうけれども、私のところに来た友

人は市長は２期目圧勝により、気の緩みがあ

ったのではないか。と申していました。東京

の件、今回の件、これはもうはっきり僕は２

つ黒星を作ったと、そういうふうに見ており

ますよ。大相撲の世界では１３勝２敗で優勝

するっちゅう非常に数多いわけです。反省後

は市民のために広く活躍をされて、今後は、

白星を重ねていってほしいなと思っておりま

す。今、株価も非常に下がり続けております。

ニューヨークの株を見ますと、今日恐らくま

た今現在も下がっていることでしょう。政治

の世界も人物のやる世界もよく株を上げたと、

いわゆる評判をよくなるという言葉の表現が

あります。市長、これからは市長、株を上げ

るようにしなければなりません。初日の市政

執行方針で全身全霊を打ち込み、市民の皆様
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と手を携え、突き進む決意と新たにしており

ます。 

市長、今回の一連の行動に対して、色々思

いもあることと思います。再々質問ですから、

再質問の場で答えておりますから終わりです

けれども。つけ加えることがあれば、お願い

をいたしたい。 

教育長の答弁ですけど、非常に教育長の答

弁は優等生答弁であると。優等生という表現

を使うことが大変これは失礼かもと思います

けれども、優等生の答弁であるなーというよ

うな感じ取りました。学力テスト、体力テス

トにつきましても、あれだけ多数の金を使い、

全数調査をやる必要はない。やるとしたら中

止でいいんじゃないかと言ってるんですよ。 

しかし、結果公表ということが大きな今議

論なっていますけれども、分析結果を踏まえ

まして、指導改善に努めてれば抽出でなお十

分じゃないですか。抽出で十分だと思うんで

すよ。教育長会議もこれはもう月に１回くら

い行われるんですか。ちょっと内容分かりま

せんけれども。数多く開催されてると思いま

すが、１つ教職員の意見を集約する中からく

み取り、諸問題解決、上意下達じゃなくして

意見を大いに具申をしていただきたいなと思

うんです。教育委員会と教職員との信頼関係

の構築。これは何よりも必要ですよ。それが

学校、家庭、地域の連携協力に結びつくと思

っております。信頼関係がなければ、魅力あ

る学校作りはできません。 

教育長、どう思いますか。ひとつ思うまま

に長々と質問をいたしましたけれども、教育

長これは言っとかんとだめだというのあれば

お願いをし、これで私の質問を終わりたいと

思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問にお答え

します。 

今ほど色々ご指摘ありました。今、美唄市、

ほんとに大変な状況ということで、この難局

を市民とともに乗りきらなきゃいけないと。

そういう中で、病院の特例債が許可になると

いうことで、早期健全化にならないというこ

とで、一安心している部分でございます。 

しかし、このことは、一時的なことであり

まして、これから美唄市の財政運営、本当に

大変厳しいものがございますけども、その中

で市民と心をひとつにしてがんばらなきゃい

けないと。そういう中で私も今後、公的なこ

とはもちろんでございますけども、私的なこ

とにおきましても公人としての自覚の基にし

っかり対応してまいりたいと、このように考

えてございます。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長板東知文君 森川議員のご質問にお

答えいたします。 

学力調査等につきましては、基本的に各学

校、各児童生徒に還元されて活用されると。

こういう点から、やはり行われる場合は、そ

ういうことから、やはり全ての学校で行った

ほうが、全ての課題なり改善につながるわけ

で、そういう視点から申し上げたところです。

それと同時にやはり先ほど申し上げました学

校との教育委員会、学校現場、教職員含めた

信頼関係の確立、こういったことについても

より一層、現場実態を踏まえて必要な対応に

努めてまいりたいと、このように考えており

ます。 
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●議長林 国夫君 次に移ります。 

 １２番、本郷幸治議員。 

●１２番本郷幸治議員（登壇） ２００９年

第１回定例会に当たり、大綱３点について市

長に質問します。 

景気は昨年の秋ごろから急速かつ大幅に降

下しつつあります。地球規模のインターネッ

ト社会が、世界経済を同時にブレーキを踏ま

せ、世界同時不況という台風並みの逆風にさ

らされております。日々の新聞紙面には大手

優良企業の歴史的な経営悪化の情報が飛び交

っております。そして同時に派遣切りや、正

規社員のリストラ計画が次々と発表され、完

全失業率が過去のピークであった０２年の５．

４％を超え、７％前後にまで上昇する可能性

が高いと見られております。この難局に当た

って未曾有の経済不況に立ち向かうため、市

長のリーダーシップのもと、地域政策の展開

が今ほど要請されているときはありません。

対策の成否を握るのは規模だけではありませ

ん。実行力とスピードも必要になってきます。 

以下、大綱１点目は、地域経済についてで

あります。昨年後半からの世界的な景気後退

の波が本市の地域経済にどのように影響が出

ているのか、市長の認識をお伺いします。 

大綱２点目は、国の緊急経済対策について。

国は、昨年の第１次補正予算。そして、よう

やく今国会で成立しました第２次補正予算と

関連法案、本予算と合わせると総額７５兆円

に上る規模になります。そこで、これらの予

算に対しての本市の取り組みについて具体的

に４点についてお伺いします。 

その１つ目は、第２次補正予算の目玉は定

額給付金です。さまざまな議論がありました

が、給付付き定額減税は世界の潮流でありま

す。この時期の支給事務は大変かと思います

が、早期かつ円滑な給付のために改めて今後

のスケジュールと、また、時期を逃さず、地

域経済活性化につなげるべく市長の決意とそ

の具体策についてお伺いします。 

その２つ目は、生活支援の色彩が濃い施策

では、社会保障分野で医療の安心確保や介護

従事者の処遇改善などがあり、自治体による

雇用機会喪失の為にふるさと雇用再生特別交

付金と緊急雇用創出事業が用意されておりま

す。いずれも３カ年として実施されますが、

本市への配分とその目的にかなった取り組み

についてお伺いします。 

その３つ目として、中小企業支援では緊急

保障、セーフティネット貸付枠３０兆円のほ

か、金融機関への資本注入も１０兆円追加し

ております。本市の平成１９年度の貸付件数

と貸付額、平成２０年度直近の状況はどのよ

うになっているのか。そして今後の取り組み

についてお伺いします。 

４つ目として、安心して出産できる妊婦健

診拡充事業として７９０億円が計上されてお

ります。本市にありましては、地元で出産で

きない状況と将来ますます少子化が進展する

状況もあります。そこで、過去３年間の出生

状況と健診の公費負担がどのようにされてき

たのか。 

また、このたびの拡充事業が２年間と限定

されておりますが、その内容と平成２３年度

以降の本市の取り組みはどのようにお考えな

のか、お伺いします。 

大綱３点目は、福祉行政についてお伺いし

ます。急速な経済の冷え込みは社会的弱者と
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言われる高齢者や障がい者にしわ寄せが行き

ます。市長はどのようなセーフティネットで

市民に明るい展望を示していくのか。我がま

ちの取り組みについてお伺いします。 

以上でこの場からの質問を終わります。 

●議長林 国夫君 市長。 

●議長林 国夫君（登壇） 本郷議員の質問

にお答えします。 

 初めに、地域経済について、景気後退によ

る影響についてでありますが、アメリカの金

融危機に端を発した世界同時不況は、我が国

や北海道においても、自動車や家電など幅広

い産業分野において企業業績や雇用環境に深

刻な影響を及ぼしてきております。本市にお

きましては、事業所からの求人数も前年に比

較して減少してきており、製造業の一部にお

いては、操業時間の短縮等による生産調整を

実施しているほか、閉鎖する事業所もありま

す。また、取引先の倒産など突発的な要因で

事業活動に支障が生じている中小企業者に向

けたセーフティネット貸し付けを目的とした

認定申請が急激に増加していることなどから、

本市においても景気後退による影響が出てき

ており、今後さらに厳しい状況になるものと

考えております。 

 次に、国の緊急経済対策について、定額給

付金についてでありますが、国の景気対策と

して住民への生活支援を行うことと合わせて、

住民に広く普及することにより、地域の経済

対策に資することを目的に支給されるもので

あり、市といたしましても、この趣旨に沿っ

て早期支給に向け取り組みを進めてまいりま

す。今後のスケジュールにつきましては、申

請書の発送を３月下旬に、申請受付を４月上

旬に、給付金支給が４月中旬から開始できる

よう、準備を進めているところでございます。 

また、地域経済活性化につきましては、景

気後退化の現状にあって、定額給付金を地元

の消費拡大につなげる取り組みが非常に重要

であると考えており、びばい商品券運営協議

会など関係機関と連携し、プレミアム商品券

を発行するなど、地域経済活性化に向け取り

組んでまいりたいと考えております。 

次に、ふるさと雇用再生特別交付金などに

ついてでありますが、ふるさと雇用再生特別

交付金は、地域の実情や創意工夫に基づき、

求職者等を雇い入れて継続的に雇用を行う取

り組みを支援するもので、国からの交付金を

北海道が基金に積み、事業を行おうとする市

町村に対し、北海道が事業採択をし補助を行

うものであります。本市におきましては、地

場産品アンテナショップ運営事業を計画し、

現在北海道に対し事業採択の申請中でありま

す。この事業は地場産品のアンテナショップ

を開設し、農産品や特産品などの展示販売や

地域資源の情報発信を行おうとするもので、

３カ年で約２，９００万円の事業費を見込ん

でおり、今後北海道から事業採択の内定が示

されたのちに予算等の措置を行うこととして

おります。 

一方、緊急雇用創出事業は、離職を余儀な

くされた失業者に対し、次の雇用までの短期

の就業機会を創出、提供する事業を支援する

もので、事業を行おうとする市町村に対し、

事業費を枠配分し、北海道が補助を行うこと

となっており、本市の３カ年の事業費枠は約

１，５７０万円で、平成２１年度においては、

防風林環境整備事業に約５５０万円、郷土史
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料館史料データベース化に約２７０万円、企

業情報データベース化事業に約１２０万円の

３事業合わせて９４０万円を予定しておりま

す。 

なお、防風林環境整備事業は、平成２３年

度まで継続して実施することを予定しており

ますが、いずれの事業もその緊急性や優先性

を踏まえた雇用の確保を目的とする事業とな

っております。 

次に、中小企業支援についてでありますが、

本市における支援施策といたしまして、制度

資金の貸し付けを行っており、主な資金の新

規貸し付け状況について、平成１９年と２０

年の比較を各年４月から１月末現在の状況で

申し上げますと、運転資金は平成１９年度が

３２件で、貸付額が１億７，５５０万円。平

成２０年度は３１件で、貸付額が１億９，２

５０万円となっております。 

また、景気の低迷や金融環境の変動により、

資金需要に大きな影響を受ける中小企業者に

向けた特別運転資金につきましては、平成１

９年度が４件で、貸付額が１，８５０万円。

平成２０年度は６件で、貸付額が２，７１０

万円であります。設備資金につきましては、

平成１９年度は実績がなく、平成２０年度は

６件で、貸付額が４，１６７万円となってお

ります。一方、セーフティネット貸し付けを

目的とした認定件数は、平成１９年度が２月

末現在で６件であったものが、本年度は６２

件で５６件の増となっております。今後は厳

しい経営状況にあります市内中小企業の資金

繰りの円滑化に資するため、平成２１年度よ

り制度資金の貸付限度額を運転資金では１，

０００万円を１，５００万円に特別運転資金

では５００万円を８００万円にそれぞれ引き

上げ、中小企業の資金需要に応えることとし

ております。 

次に、妊婦健診についてでありますが、初

めに、本市における出生数につきましては、

平成１７年度は１７５人、平成１８年度は１

６３人、平成１９年度は１５４人となってお

ります。 

次に、平成２１年度からの取り組みについ

てでありますが、国では近年出産年齢の上昇

や、ストレスなどを抱える妊婦が増加してい

ること、また、経済基盤の不安定な家庭も多

く、健診や出産にかかる経済的負担が増加傾

向にあることから、妊婦に対する健康管理の

充実と経済的負担の軽減を目的として、公費

負担を拡充する方針が出されたところであり

ます。市ではこれまで妊婦健診については５

回分を公費負担してきたところでありますが、

国の方針に基づき、平成２１年度より１４回

に拡大することとしたところであります。こ

の交付金は、平成２２年度末までとなってお

り、平成２３年度以降も今回の妊婦健診の拡

充を継続し、安心して妊娠出産ができる環境

づくりを進めていくため、国に対し交付金の

継続を要望してまいりたいと考えております。 

次に、福祉行政について、社会的弱者に対

するセーフティネットについてでありますが、

市としてはこれまでも、福祉灯油事業や間口

除雪事業、高齢者が地域で生活できるよう、

サービスを提供する地域支援事業、障害者の

移動支援として、福祉タクシー事業などを行

ってきており、また、平成２０年度の国の２

次補正予算を活用し、子育て応援特別手当の

支給や保育所の整備、地域福祉会館の整備な
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どを行うこととしたところであります。平成

２１年度においては、これらの事業の効果的

な展開に努めると共に、市民だれもが安心し

て自立した生活を営む為の仕組みづくりを有

効に活用しながら、高齢者や障がい者、子供

たちに対する対策をきめ細かく進めてまいり

ます。 

●議長林 国夫君 １２番、本郷幸治議員。 

●１２番本郷幸治議員 自席から、２点ほど

市長に再質問させていただきます。 

端的にお聞きします。 

まず１つ目は、定額給付金。昨日の新聞報

道によりますと、全道市町村７０市町村が年

度内に実施という、そういう報道がありまし

た。これ調査の結果ですけどね。本市におい

てはただいまのご答弁では４月中旬からとの

ことですが、なぜ年度内が無理なのか、その

理由をお伺いします。 

それから２つ目、大綱３点目の福祉行政の

中でお聞きしましたけど、厚生労働省の２次

補正の中で障害者支援の拡充を図るために、

障害者自立支援法の円滑施行を行うこととな

っております。本市にありまして、この配分

ですね。これがどういうふうになっているの

か、もしわかりましたら教えてください。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 本郷議員の質問にお答え

します。 

まず定額給付金の支給作業につきましては、

郵送や口座振替などの件数が約１万３，００

０世帯となり、その作業スケジュール等につ

いて、各関係機関においても年度末の多忙な

時期と重なる事から、調整協議をしながら取

り進めているところでございます。本市の支

給スケジュールにつきましてはお答えしたと

おりでございますが、１日も早く給付金を支

給できるよう取り組んでまいります。 

次に、障害者自立支援の拡充についてであ

りますが、国においては、障害者自立支援対

策臨時特別交付金に基づく基金事業を平成２

１年度以降も延長するため、各都道府県の基

金への積み増しを行い、引き続き事業所への

支援や、新自立支援法への移行支援等を行う

こととされており、本市には扶助費として交

付される予定と聞いておりますが、現段階で

はどの程度の額が交付されるかは、承知しな

いところでございます。 

以上でございます。 

 

●議長林 国夫君 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 

午後３時０１分 延会 
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